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1 . 本稿の対象と課題

サービス業の販売商品であるサービスに関す

るマルクス経済学界の通説は、労働そのものを

サービスとするサービス＝労働説である。これ

は物財産業では労働の生産物が商品であること

と対比して、サービス業ではそうではなくて、労

働そのものが商品であると考えるものである叫

サービス業の販売商品が生産物であることを否

定するこの説は、物的財貨生産部門のみを生産

部門とし、サービス部門をそれとは本質的に異

なるものと見なす考え方を含んでいる。それは

「真正」の生産活動を物的財貨の生産に限り、

1) こうしたとらえ方はマルクス経済学系の研究者に

限らない。非マルクス経済学系の研究者でも類似の

考え方（サービス＝機能説）をとっており、わが国

ではこれが主流である。機能説については刀田

[1995] を参照されたい。

サービス活動をそこから除外するものである。

そしてそれは、極端な場合にはサービス部門の

活動は生産活動ではなく「消費活動」であると

いう主張となって現れさえもする叫

これに対して筆者も含めて学界の少数派（反

通説派）は、サービスを労働そのものではな

く、その内容は論者によって「有用効果」や

「無形生産物」など様々であるが、ともかく物

的財貨生産部門と同じく労働の生産物とする

サービス＝生産物説をとっている。したがって

それはサービス部門も生産部門と考え、サービ

ス部門の活動を物的財貨の生産活動と基本的に

同一のものと見るものである。サービスは何

か、労働かその生産物かという問題は、サービ

ス労働の価値形成性の問題と深い関係があり、

こちらの問題との関連で論ぜられることが多

2) 例えば、金子ハルオ [1998]の本論第 5章参照。
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い。筆者ももちろんそのことの重要性は否定し とによって、この二つのサービス業についても

ない。けれどもこの問題は、それだけでなく、 生産物説が成り立つことを明らかにしたい。

サービス部門の活動を物的財貨の生産活動と本 これらのサービス業については、筆者はこれ

質的に異なるものと見るか否かを問うものであ までも折に触れ同様の見地からの分析を行って

る点にも、重要な意義があると考える。 きた。しかしそれらは多数のサービスを論ずる

こうした問題意識から、本稿では多様なサー 際にその一つとして行うことが多く、断片的で

ビス部門の中から家事使用人のサービスととも 十分に掘り下げた分析を欠くきらいがあった。

に典型的に労働説が当てはまると見なされてい この反省のもとに本稿では上述の二つのサービ

る一ーしたがって最も生産活動とはかけ離れて ス業に集中するとともに、すでに論じてきた点

いると考えられている一—ー、通例一括して娯楽 も重複を厭わず取り上げ、それに新たな論点も

業に分類される音楽演奏や演劇などの舞台演 加えて、包括的で十分に掘り下げた分析を行う

芸、およびプロ野球や大相撲などのプロスポー こととしたい。

ツ興行を選び、これらのサービス業の販売商品 なお本稿の主要部分は刀田 [1999]ですでに

であるサービスをどのようにとらえるべきかを 公表されている。しかしこの論文では紙数の制

考えてみる。 約もあって、取り上げた問題について十分に論

この種のサービス提供に関するサービス＝労 じ尽くせない点があった。また同様の理由で割

働説は、次節で見るように、『剰余価値学説史』 愛せざるを得なかった重要な論点も少なからず

における演劇や歌手の歌唱などに関するマルク あった。本稿ではそれらの点を補って可能なか

スの記述とその考え方を基礎にしている。それ ぎり深く分析し、論ずべき問題の範囲も十分に

は、物的財貨を生産しない場合には、生産者と 広げて、取り上げた問題の包括的な考察をめざ

もその労働とも区別され分離される対象たる生 した。

産物は生産されない、そしてそのために商品と

して販売されるものは生産物ではなく労働その

ものとなる、というものである。これに対して

筆者は、サービス提供の事実に即した分析に

よって、この種のサービス提供においても、生

産者ともその労働とも区別され分離さる生産物

が生産され、それが商品として提供されること

を明らかにして、サービス＝労働説ではなく生

産物説が成り立つことを主張してきた 3)。本稿で

は舞台演芸およびプロスポーツ興行を、情報並

びにそれに関係する諸概念を用いて分析するこ

3) 刀田 [1993]第6章～第 8章および刀田 [1998]
参照。
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2 . マルクスのサービス＝労慟説

舞台演芸並びにプロスポーツ興行に関する

サービス＝労働説は、主として、次に掲げる

『剰余価値学説史』における演劇および歌手の

歌唱などについてのマルクスの記述と、その考

え方を基礎にしている％

1) サービス＝労働説の論拠はサービスの種類とも関

連して様々である。刀田 [1993]の第3章および第

4章はこれらの諸説の検討に当てられている。また

ごく最近のサービス＝労働説の論稿としては金子

[1998]の本論第5章があるが、これはサービス労

働を「消費労働」と規定してその生産物生産を否定

している。同論文に関しては刀田 [1998] を参照さ

れたい。
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「実演する芸術家、弁士、俳優……のような場

合は、生産されるものが生産する行為から分離で

きない。」2) 「劇場企業家にとっての俳優の労働の

ような労働についていえば、その労働は、買い

手がそれを商品の形においてではなく、行動そ

のものの形でしか公衆に売ることができない

……。」3) 「ある種のサービス提供は……商品に体

化されるが……ほかのそれは、手でつかめるよ

うな、その人自身から区別される結果を、後に

残さない。……。例えばある歌手が私に提供す

るサービスは、私の美的欲望を充足させる。だ

が私の享受するものは、その歌手自身と不可分

な行為のうちにのみ存在しており、歌うという

彼の労働が終われば私の楽しみも終わる。私が

享受するのは活動そのもの一—一私の耳へのその

反響である。」4) 「［歌手などのサービスは］少し

も物的 [objektive]姿態をとらない 物として

サービス提供者から分離された存在をもつこと

もな［い］……。」5) 「労働能力を別とすれば、商

品［生産物の意ー一引用者］は、人間に素材的

に相対している物である。」6)

最初と 2番目の引用では、マルクスは、俳優

などでは「生産されるものが生産する行為から

分離できない」と考え、そのために労働が「行

動そのものの形で……公衆に売」られると理解

しているように解される。また 3番目の引用で

は、少々不明確な点はあるものの、歌唱では労

働は「その人［歌手］自身から区別される結果

を、後に残さない」と考え、そのために聴衆が

「享受するのは活動そのもの」になると理解し

2) Marx [1965]、邦訳(3)、200ページ。なお、訳文

は引用者の責任で一部変更。以下同様。

3) 同上、邦訳(2)、45ページ。なお、引用文中の点

線は引用者による省略を表す。以下同様。

4) 同上、邦訳(3)、191ページ。なお、［］内は引用

者による補足を表す。以下同様。

5) 同上、邦訳(2)、35ページ。

6) 同上、 30ページ。 -3-

ているように解される。そして最後の二つの引

用からは、彼が労働力を別とすれば、生産物は

物の形をとるものだけであり、物の形をとらな

い歌唱などは、物のように労働する人から分離

された存在をもたないと考えていることがわか

る。

以上を考慮し、若干の補足も交えてマルクス

の考え方を要約すると、次のようになるのでは

ないかと思う。すなわち物の形をとるものある

いは物的財貨を生産する場合だけ、生産者およ

びその労働から区別され分離される対象たる生

産物が生産される。これに対して物的財貨をつ

くり出さない演劇や歌唱では、生産されるもの

は生産者およびその労働から区別することも分

離することもできない。したがってそこでは、

生産者やその労働から区別され分離される対

象、すなわち生産物は生産されない。そのため

に演劇や歌手の歌唱などのサービス提供では、

労働の生産物ではなくて労働そのものが販売さ

れ、観客あるいは聴衆もそれを消費すると 7)8)。

このように考えるならば、これらにおいて商品

として提供されるサービスは労働そのものであ

7) マルクス経済学系の研究者ではないが、舞台芸術

(Performing Arts)の経済学的研究で有名なボーモル

とボウエンも、「実演家の労働それ自身が、客が購

入する最終生産物を構成している。……彼らの活動

それ自体が消費財なのである」 (Baumol& Bowen 
[1966]、邦訳、 214ページ。下線は引用者の付加。

以下同様）、「舞台芸術の技術は、労働を節約する革

新に対して、ほとんど余地を残していない。なぜな

ら最終生産物は実演家の労働だからである」（同

上、 506ページ）と述べて、舞台芸術の「生産物」

を労働とする見地を示している。

8) 商品として提供されるサービスを労働とするの

は、マルクスのサービス一般に関する考え方ではな

い。彼はサービスを労働と規定しているが、この

サービスが商品として売買されるとは考えていな

ぃ。そうではなくてサービス労働力が売買されると

する。つまり一般的にはサービス＝労働説はとって

いない。彼の演劇などに関する労働説的記述は例外

に属する。以上の点については、刀田 [1991]の第

1節および同 [1993]の第 2章第 1節を参照のこ

と。
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るということになってしまう。 ある 1)2)。この情報概念によれば、例えば紙に書

こうした考え方は演劇および歌唱などの舞台 かれた文字はインクなどの印字物質の平面上の一

演芸だけでなく、同じく物的財貨を生産しない 定の形状、話し言葉は音声すなわち空気振動の一

プロ野球や大相撲などのプロスポーツ興行にも 定の形状とその時間的生起 3)、映像は光の空間的

適用できる。そのため今日でもこのマルクスの 分布とその時間的生起などととらえられる叫

考え方を適用して、これらの二つのサービス業 吉田氏の情報概念は最広義の情報の他、「広義

では労働そのものが商品として提供され、これ の情報」、「狭義の情報」、および「最狭義の情

らのサービス業の販売商品であるサービスは労 報」からなる。そのうち最広義の情報は以前と

働そのものであるという主張がなされている叫 変化はないものの、その他はかなりの変遷を経

しかし生産されるものが生産者およびその労 て今日に至っており、最近では、広義の情報は

働から区別することも分離することもできない 「任意の進化段階の記号（分子記号、神経記号、

とは、どのような状態あるいは内容をいうので 言語記号、等々）の集合」、狭義の情報は「シン

あろうか。また生産されるものと生産者および ボル記号（非言語性内シンボルと非言語性外シ

その労働とがどのように区別も分離もできない ンボル、言語性内シンボルと言語性外シンボ

というのであろうか。驚くべきことにこれらに ル、等々）の集合」、最狭義の情報は「伝達され

ついての説明は彼の記述のどこにも存在しな て、一回起的な認知機能を果たし、一定の個体

い。ただそういわれているだけである。だがそ 的・集合的主体の意思決定を規定する、外シン

れにもかかわらず、彼の考え方を援用してサー ボル記号の集合」と規定されている鬼

ビス＝労働説を主張する論者は後を絶たない。本 最広義の情報は「ビッグバンにはじまり人間

稿の目的の一つは、情報の概念とこれに関連す 的自然に至る全自然に遍在［普遍的に存在］す

る諸概念を用いて、このマルクスの考え方に反 る」ものであり、自然界にも人間社会にも共通

証を提示することにある。 に存在する。また広義の情報は「生命以降の進

化段階の自然、すなわちRNA・DNAの登場以降

3. 情報の定義、特徴、条件

3-1 情報の定義一一吉田民人氏の「最広義の

情報」

本稿でば情報の定義として、吉田民人氏の「最

広義の情報」を採用する。同氏の「最広義の情

報」とは、「物質ーエネルギーの時間的・空間

的、定性的・定量的なくパタン＞」であり、

「物質およびエネルギーの配置、布置、配列、

順序、組合せ、形、関係、構造、形相など」で

9) 例えば、大吹 [1994]、294-305ページ参照。
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1) 吉田 [1990a]、114-115ページ。

2) 管見のかぎりだが、吉田氏のこの定義を採用ない

しは肯定的に言及している経済学の著作に、高木

[1996]、福田他 [1997]、野田 [1998]、林 [1998]

などがある

3) 吉田氏は、文字については「印字物質とその空間

的パタン」と、また話し言葉については「音響エネ

ルギーとその時間的パタン」と表現している（吉田

[1990a]、115ページ）。

4) 筆者は旧稿（刀田 [1996])では、情報の定義と

して広辞苑の「①或ことがらについてのしらせ。

②判断を下したり、行動を起こすために必要な知

識」の①を採用した。筆者はこれを吉田氏の「最広

義の情報」に相当するものとして使用したが、それ

は元々様々な解釈が可能な曖昧な定義である。本稿

ではかかる曖昧さを避けるために吉田氏の定義に代

えた。

5) 吉田 [1997]、130ページ。
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の自然に固有のもの」であり、狭義と最狭義の

情報は「人間的自然に独自のもの」とされる凡

それぞれの情報の内容と機能および相互の関

連については関連文献の参照を乞うことにした

いが、ここで確認しておきたいことは、最広義

の情報が他の情報と並ぶ独自の情報であると同

時に、それ以外の情報もその基底にこの情報を

内包していることである。例えば衣服のデザイ

ンは、様々な色彩や形状の組み合わせという点

で「物質ーエネルギーの……パタン」であるか

ら、それ自体が最広義の情報である尻これに対

して、テレビのアナウンサーの報じる「今日は

雨です」という天気予報は、出勤に際し傘を携

帯すべきかどうかを決めかねている人にとっ

て、携帯するかしないかに関するその人の「意

思決定を規定する、外シンボル記号［話し言

葉］の集合」であるから最狭義の情報である

が、そのアナウンサーの声は究極において空気

振動という「エネルギーの……パタン」ととら

えることができ、そのようにとらえる限りでは

天気予報は最広義の情報である。同様のことは

他の情報についても当てはまり、いずれの情報

も「物質ーエネルギーの……パタン」という最

広義の情報を基底に内包し、これに順次特殊な

要素が加わって、広義の情報、狭義の情報そし

て最狭義の情報が形成されるという関連にあ

る。

各種の情報は人間の意識や行為の対象とな

り、また経済関係も含めて様々な社会関係の中

6) 同上、 130-131ページ。
7) 吉田氏はデザインおよびこれに関係のあるファッ

ションについて、「物財の本来の機能よりも、その
色彩やデザインが重視されるという類の情報化社会
の特殊規定には、この最広義の情報の概念が用いら
れている」（吉田 [1990a]、115ページ）、「ファッ
ション産業が情報産業だというときの『情報』は、
まさに最広義の情報の意味で用いられている」（吉
田 [1992]、37ページ）と述べている。
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に入り込む。あるものは最広義の情報として

（例えば衣服のデザイン）、あるものは狭義の情

報として（週刊誌上の有名タレントのスキャン

ダル記事）、あるものは最狭義の情報として（天

気予報）。しかしいずれにしても、それらの情報

の基底には「物質ーエネルギーの……パタン」

という最広義の情報が存在する。本稿で情報の

定義として最広義の情報を採用するということ

は、各種の情報をこの基底、共通の基盤におい

てとらえることを意味している。

3-2 野口悠紀雄氏の情報概念ーー吉田氏の

「最広義の情報」の性質

野口悠紀雄氏は同氏の「最広義の情報」を

「（微少のエネルギーで）複製が可能であり、か

つ、複製されたのちもなお元と同一の状態を保

つようなものについて、その複製された内容」 8)

と規定する。以上の定義に含まれる「（微少の

エネルギーで）複製が可能」ということは野口

氏の情報概念の基本的要素で、実質的には「（微

少のエネルギーで）複製が可能なもの」が同氏

の情報である。そして野口氏は、自分の情報概

念は「『情報の性質は［微少のエネルギーで］複

製が可能なことである』と考えるより、むしろ

逆に、［微少のエネルギーで］『複製可能なもの

が情報である』とする考え方」 9)だとして、「（微

少のエネルギーで）複製が可能」ということが

情報の「性質」ではないことを強調している。

しかしこれは疑問である。野口氏の情報の

「（微少のエネルギーで）複製が可能なもの」と

いう規定には、そのような「もの」は一体何

か、それはこの世界のいかなる存在物をさすの

8) 野口 [1974]、23ページ。
9) 同上。
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かの説明が欠けている。「（微少のエネルギー

で）複製が可能なもの」は、例えば文字であっ

たり、音声であったり、あるいは映像であった

りするから、そのような「もの」はこれらを一

般化してとらえられるはずのものであるが、そ

れが明示されていない。そして筆者の見るとこ

ろ、このような「もの」は結局吉田氏の「最広

義の情報」に行き着く。人間社会をも含む自然

界に存在するものは、究極のところ物質とエネ

ルギー、および吉田氏がいうそれらのなんらか

の「パタン」である。これらのうち物質および

エネルギーという物理的存在物の方は「（微少の

エネルギーで）複製」することは不可能であ

り、それが可能なのは「パタン」の方である。

そうだとすると「（微少のエネルギーで）複製が

可能なもの」とは物質およびエネルギーのなん

らかの「パタン」にほかならず、したがってそ

れは吉田氏の「最広義の情報」である。そして

このようであるなら、「（微少のエネルギーで）

複製が可能」ということは、あるものが何であ

るか、何をさすのかを説明するのではなく、あ

るもの、つまり物質およびエネルギーのなんら

かの「パタン」が「（微少のエネルギーで）複製

が可能」であることを説明するものであるか

ら、それは吉田氏の「最広義の情報」の性質と

いうことになる。そしてこれは、情報だけがも

つ特別の性質という意味で情報の特徴でもあ

る。

以上に関連するが、大平号声氏は野口氏の情

報概念とほぼ同一の内容を情報の概念ではな

く、経済財としての情報である「情報財の色

任」としている 10)。それは、 「①ある媒体に記録

または複製が可能であること」、「②オリジナル

の生産に投入された資源量を複製では必要とし

ないこと（限界費用は、ほぼゼロに等しい）」、
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「③複製されたものの情報価値はオリジナルと

比較して差がないこと」の 3つである 11)0 

①と②が野口氏の「（微少のエネルギーで）複

製が可能」ということに、③が同じく「複製さ

れたのちもなお元と同一の状態を保つ」という

ことに、それぞれ対応していることが容易に理

解できよう。ただ①と②に関していえば、野口

氏は「（微少のエネルギーで）複製が可能」とい

うこと、換言すればごくわずかの費用で複製が

可能ということについて、その正確な内容を説

明しておらず、また可能となる理由も自明とし

て説明していないが、大平氏は経済財としての

情報という限定のもとで、前者を「［複製の］限

界費用はほぼゼロに等しい」という内容でとら

え、その理由を実質的に「オリジナルの生産に

投入された資源量を複製では必要としない」と

いうこと、すなわちオリジナルにかかる費用が

複製ではかからないということによって説明し

ている。

大平氏は上述の「条件」を、情報の一般的定

義ないし一般概念を否定する立場から 12)、経済財

としての情報を定義するものとして提出してい

る13)。しかしこの「条件」が野口氏の「情報概

念」と同一であり、しかも後者が吉田氏の「最

広義の情報」概念の特徴であるとしたら、大平

10) これは野口氏の「経済的考察の対象となる情報」

に相当する。その意味するところは野口氏では「そ

の利用のためになんらかの資源または労働力の特別

の投入が必要となる情報」である（以上、野口

[1974]、25ページ）。また大平氏の場合は「その生

産に経済的資源の投入を必要とする［情報］」であ

る（飯沼他 [1996]、125ページ）。

11) 飯沼他、 128ページ。

12) 大平氏ば情報産業の定義に関連しで情報の定義を

考え、「情報にはさまざまな定義が存在しており、

それらの定義を包括すると、情報産業自体が無意味

になってしまう」（同上、 125ページ）としてその一

般的な定義を断念している。

13) 同上、 125-128ページ参照。
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氏の「条件」も、ことに①と②は、同様の意義

をもつ。これらも吉田氏の「最広義の情報」の

特徴である ]4)0 

そして人間社会をも含む自然界に存在するも

のが物質とエネルギー、およびそれらのなんら

かの「パタン」たる情報だとし、この中で情報

だけが「微少のエネルギー」で、あるいは「限

界費用」が「ほぽゼロ」で、複製が可能である

としたら、こうした特徴をもつものがあればそ

のものは情報となるという意味で、それば清報

の条件、すなわち吉田氏の「最広義の情報」の

条件といえる。

3-3 情報の複製とその費用

前節で情報の特徴ないし条件について述べた

際に、そこでば清報の複製ということと、それ

が「限界費用」が「ほぽゼロ」 ごくわずかの

費用 で可能であるということとがすでに前

提されていた。これらの点について改めて考察

しておこう。ただしその際、対象を人間の意識

や行為の対象である情報に限定する。

まず、複製とは一般に同一物をつくることで

あり、またつくられたその同一物をさす。例え

ば同じタイプの自動車を生産ラインで量産する

ことは複製であり、一台一台が複製（複製物）

である叫この場合の複製は、自動車という物理

的存在物について、その同一物をつくることで

ある。しかしこれは「限界費用」が「ほぽゼ

ロ」（以下これを「限界費用ゼロ」と略記する）

ではできない。一台をつくるのにほかの一台と

14) 野口氏の「情報概念」が含む「複製されたのちも
なお元と同一の状態を保つ」というもう一つの要素
は、実は「複製」の概念に含まれる。すなわち複製
とは同じものをつくることであり、複製物は複製さ
れるものと何らかの意味で同一の内容をもつ。

15) 飯沼他、 128ページ。
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同じことを必要とするから、同一の費用がかか

る。

これに対しで情報の複製、例えばIBM互換パ

ソコンのOSであるWindowsのパッケージ版の製

造では、量産されるデイスクの一枚一枚は、量

産車の一台一台と同じく物理的存在物として同

ーであり、同じ意味で複製である。またそれぞ

れ同じだけの費用がかかり、複製は「限界費用

ゼロ」ではできない。しかしこの複製では自動

車の生産と違って、複製はオリジナル版を元に

行われる。そこではオリジナル版の情報が別の

媒体に移され、情報を載せた、あるいは記録し

た媒体の生産として複製が行われる。オリジナ

ル版のWindowsのデジタル記号が別のデイスクに

移されることによってパッケージ版が製造され

る。また映画では、オリジナルフィルムの映像

と音声の記録が、別のフィルムに移されて劇場

上映用フィルムが製造される。情報の複製には

「オリジナルー複製」という関係が存在するの

である。

そしてオリジナル版のWindowsの製造すなわち

開発には多大の開発費がかかる一方、パッケー

ジ版はプラスチックとアルミでできた円盤に、

凸凹のデジタル記号をつけるだけで、デイスク

の費用も含めわずかの費用しかかからない。前

者（オリジナル）の費用に比べれば後者（複

製）の一枚一枚の費用はごくわずかで、この意

味で複製は「限界費用ゼロ」で行われる 16)。同様

に映画の制作（オリジナル）には、撮影セッ

ト、撮影機器、俳優の演技、監督による演出、

16) 「マイクロソフトは、ウインドウズの最初のデイ
スクを開発するのに5,000万ドルの費用を要した
が、二番目、およびその後のデイスクの費用は 3ド
ルであった」という (Arthurl 1996]、邦訳、 59

ページ）。
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撮影、音楽、効果、膨大なフイルムの現像そし

て編集などに多大の費用がかかる。しかし劇場

用のフィルムの製造（複製）にはフィルム代と

プリントの費用しかかからない。後者にかかる

費用は前者の費用に比べるならごくわずかであ

り、この意味で一本一本の劇場用フィルムの製

造（複製）は「限界費用ゼロ」で行われる17)。つ

まり情報の複製においてはオリジナルをつくる

ときと同じことをする必要はない、したがって

「オリジナルの生産に投入された資源量を複製

でぱ必要としない」（大平）、すなわちオリジナ

ルにかかる費用が複製ではかからない。後者に

かかる費用は前者に比べればごくわずかであ

る。そこで「限界費用ゼロ」で複製が可能とな

る。

だがオリジナルをつくるとはどういうこと

か。オリジナル版のWindowsの開発でも映画の制

作でも、これらでは新たに情報がつくりだされ

る。これらはいずれも情報の生産（創造）であ

る。これに対して前者のパッケージ版の製造で

も、後者の劇場用フィルムの製造でも、新たに

情報が生産されることはなく、行われるのはす

でに生産されだ情報の再製でしかない。つまり

情報の複製でば情報の生産は行われない。複製

ば情報の生産ではないから、そのための費用は

かからない。だから「限界費用ゼロ」で複製が

可能となる 18)0 

17) Bettigは、「情報並びに文化的生産物」の特徴の一

つは、「生産費のほとんどがそのオリジナル版の生

産において発生する一方、その再生産の費用は相対

的に小さいということである」とし、映画製作を例

に、「［映画フィルムの］再生産の費用は、オリジ

ナルプリントの生産に入っていく原材料（撮影セッ

トおよび機器）並びに労働（俳優、監督および技術

者たちなど）を、その財のもう一単位（すなわちオ

リジナルの複製）の生産に再び集める必要がないた

めに、相対的に低くなる」と説明している (Bettig
[1996]、p.93)。
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この点は自動車の量産の場合の複製と根本的

に異なる。それは最初の一台を元にした、つま

り最初の一台をオリジナルとしたその複製では

ない。そこでは情報製品の量産の場合のよう

な、最初の一台をそのまま別の対象（媒体）に

なんらかの意味で移し、それを載せたものとし

て車を生産するということは行われない 19)。い

ずれの一台の生産もそれぞれが自動車という財

を新たにつくりだす過程である。そこには複製

は行われても、「オリジナルー複製」という関係

は存在しない。その故に「限界費用ゼロ」の複

製は行われない。要するに「オリジナルー複

製」という関係ば情報の複製の場合にだけ存在

する。そのこと故に、オリジナルにかかる費用

が複製ではかからないという関係ば情報の複製

の場合にだけ存在する。したがって「限界費用

ゼロ」での複製は情報の場合にだけ可能とな

る。

18) 高木彰氏は、「情報商品が従来の商品と決定的に

相違するのは、「無償で複製可能』であることにあ

る。情報商品は、その再生産において新たな労働の

投入を必要としない……。」「ソフトウエアの再生産

費（コピー）がゼロであり、それ故、再生産された

ソフトウエアの価値はゼロである……」（高木

[1996]、87ページ）という。

しかし、文字通り「無償」というとしたら疑問で

ある。複製そのものにもわずかだがデイスク代や、

それへの情報の書き込み（コピー）のための費用が

かかっているから、決して無償ではない。ただそれ

にはオリジナルには必要であった情報の生産費はか

からないために、オリジナルの生産費に比べればか

かる費用はほんのわずかであって、オリジナルに比

べればその生産費は「無償」に近いということでし

かない。それに商品としてのソフトウエアには、複

製の費用だけでなく、共通費用としてのオリジナル

情報の開発費がかかっており、これも製品の製造費

用として生産量に応じて按分される。これらを考慮

するなら、ソフトウエア製品の生産には直接・間接

の無視できない量の労働の投入が必要であって、

「ソフトウエアの価値はゼロである」とはいえな

い。

19) 大平氏は以上を「一般に有形財はほかの媒体に複

製できない」という関連でとらえている（飯沼他、

128ページ）。
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なお「限界費用ゼロ」で複製が可能というこ

とについては、複製にはオリジナルにかかる費

用がかからないということ以外にも重要な要素

があると思われる。それは複製の近代的ないし

現代的技術の存在である。例えばグーテンベル

グに始まる活字印刷や自動印刷機による大量印

刷などの近代的印刷技術以前は、書籍の複製は

写本であった。そして写本でもオリジナルの著

作にぱ必要であったテーマを思いつき、構想を

練り、文章表現を考えるなどの過程は必要な

く、したがってそれにかかる費用はかからない

という意味で、オリジナルより費用は安かった

といってよい。しかし筆写という手工業的複製

ではあまり安くはできなかったのも事実であろ

う。したがって、オリジナルに対してごくわず

かの費用で複製が行われるという意味での「限

界費用ゼロ」の複製は不可能であった。これに

対して近代的印刷技術は複製の手工業的限界を

乗り越えて非常に安価な印刷を可能にし、オリ

ジナルに比べての複製の費用をごくわずかなも

のにして「限界費用ゼロ」の複製を可能にした

といえる20)0 

同様のことはさきのパソコンのパッケージソ

フトの製造についても、また劇場用映画フィル

20) 現在でも書籍の筆写同様に、複製が「限界費用ゼ

ロ」ではできない場合がいくつかある。それには絵

画、書および彫刻、陶芸品などの模写、摸作あるい

はレプリカがある。これらにはオリジナルに劣らず

費用がかかる場合がある。これらではオリジナルを

もう一つ作る、つまり物理的存在物をもう一つつく

る場合の複製と事実上変わらなくなる。これらの複

製には、文書の印刷や複写機によるコピーのような

近代的複製技術が存在しない。

もっともこれらの複製には写真ないしビデオ映像

という近代的複製方法があり、こちらは「限界費用

ゼロ」で複製が行なわれる。絵画の画集や美術品の

写真集がそれである。しかしこれらはオリジナルに

関する一定の情報を提供する働きはあるものの、オ

リジナルとの同一性という点で格段に劣る点があ

り、複製の品質の面で大きな欠陥がある。

-9-

ムのプリントについてもいえよう。この意味で

は複製が「限界費用ゼロ」で可能であるという

ことについては、単にオリジナルにはかかる費

用が複製ではかからないということだけでな

く、複製が行われる近代的・現代的技術が前提

となってそのようなことがいえるという関連が

存在する21)。

4. Shannon的情報と「消費財的情報」

吉田氏の「最広義の情報」と酷似していて、そ

のカバーする範囲を異にする情報概念に飯尾要

氏のものがある。

「物質とかエネルギーの作用には、その物理

的な作用量の大きさそのものだけで仕事をする

と見なせる場合と、同じく物質・エネルギーの

21) 「限界費用ゼロ」での複製に関しては、複製がオ

リジナルに比べて品質が殆ど変わらない場合と、品

質が低下ないし劣る場合がある。例えばパソコンソ

フトのパッケージ製品の複製ではオリジナルと全く

同じ内容のものがつくられる。文書の印刷や複写機

によるコピーもそうである。また写真の焼き増しで

も、音楽CDの量産でも、映画のカセットビデオの

製造でも同様である。しかし、人の目が直接とらえ

る被写体の映像とその写真とは、全くの同一物では

ない。例えば前者は 3次元であるのに後者は平面で

ある。あるいはその大きさも異なる。またライブの

歌手の音声と放送ないし録音・再生されたスピー

カーの再生音声とは全く同じではない。同様のこと

は、例えばテレビ放送の映像や音声についてもいえ

る。またビデオによる録画・再生映像および音声に

ついてもいえる。

一般に文書や磁気テープなどの記録媒体に記録さ

れた情報の複製は、オリジナルとほとんど同じもの

がつくられるが、映像や音声を放送あるいは録画・

録音・再生する場合の複製はそうはいかない場合が

多い。したがって、同じものをつくることを複製と

定義したが、後者のケースではオリジナルと 100
パーセント同じものをつくるのではない場合も含ま

れる。これを複製の品質の問題と考えることもでき

るが、そうではなく、そもそも複製を同一性の面か

らではなく、差異性の面からもとらえることの必要

性を表していると理解することもできる。複製にま

つわるこうした論点については正村 [2000]の第 2
章を参照されたい。
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作用によるのだが、その物理的な作用の時間的

変化・空間的配置のパターン（形態、順序）

で、‘‘合図”とかメッセージなどを伝える仕事を

しているとみなせる場合とがある……。この後

者の場合が、情報作用にほかならない。そこで

次のように規定できる。／システムの入力、出

力において、その物質・エネルギー作用の時間

的変化・空間的配置のパターン（形態、順序）

が、なんらかの"合図"の作用としての役割を

果たすとき、これを情報という。」I)

以上における「物質・ エネルギー作用の時間

的変化・空間的配置のパターン（形態、順序）」

という内容は、吉田氏の「最広義の情報」にほぼ

等しい。しかし飯尾氏の場合、これ自体ば情報

ではない。例えば同氏によれば、言葉は「［空気

の］振動の•…..時間的パターン」であり、黒板

にチョークで書かれた字は「［光の］反射の……

空間的パターン」である叫けれどもこれら自体

ば情報ではなく、これらが「なんらかの“合

図”の作用としての役割を果たすとき」が情報

なのである。

そして飯尾氏は「合図」とは「ある何かを

“知らせる (inform)" こと」であるとし、その

「ある何かを“知らせる”こと」は「状況のも

つ不確実性 (uncertainty) を減らすもの」だとい

う。例えばく明日の天気は、晴れか、雨か、く

もりか……＞という状況に対して、＜明日は晴

れです＞と「知らせる」ことは、前者の状況の

もつ「不確実性を減らす」。そしてこのような性

質をもつもののみが情報だというのである％し

たがって同氏の情報概念は、 「物質・エネル

1) 飯尾 [1998]、34-35ページ。なお、文中の斜線は
原文における改行を表す。以下同様。

2) 同上、 35ページ。
3) 以上、同上、 36ページ。

第 67巻第 1号

ギー作用の時間的変化・空間的配置のパターン

（形態、順序）」という、吉田氏の「最広義の情

報」に相当するもののうち、状況の「不確実性

を減らす」もの、すなわちシャノン (Shannon)

的情報のみを情報と規定するものである叫

この情報概念では、例えばテレビの放送番組

でもニュースや天気予報や教育番組は「不確実性

を減らす」から情報だが、「不確実性を減らさな

い」ドラマや歌謡番組やプロ野球の実況中継は

情報ではない。同様に同じ書籍でも学術書ば情

報だが、小説ば情報ではない。また各種のデザ

イン、コンサートで演奏される音楽、劇場で上

演される演劇、劇映画、競技場で行われるプロ

スポーツゲームなどは、いずれも「不確実性を

減らす」ものではないから情報ではない。しか

しこれらも「物質・ エネルギー作用の時間的変

化・空間的配置のパターン（形態、順序）」で

あって、そのかぎりでは吉田氏の「最広義の情

報」である。

吉田氏の「最広義の情報」のうちシャノン的

情報のみを情報とし、それ以外を情報でないと

する飯尾氏の情報概念に対して、シャノン的情

報以外の部分も情報の概念に入れるものに、さ

きに見た野口氏の「最広義の情報」概念がある。

同氏の情報概念は事実上吉田氏の「最広義の情

報」に等しいことはすでに述べたが、同氏はそ

のうち「経済的考察の対象となる情報」 5)の分類

に際して、音楽、小説、映画、絵画などを「不

確実性を減らす」シャノン的情報と区別して

「サービス財的情報」と呼んでいる叫

「まず最初に、『不確実性を減らす情報』と

4) シャノンの情報概念については同上書の第3章第
1節、および第4節が平易に解説している。

5) 野口 [1974]、26ページ。
6) 同上、 26ページ、図 2-4参照。
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『不確実性を減らす働きをしない情報』とを区

別する。前者は……Shannonの情報（のうちの経

済的分析の対象となるもの）である。後者のな

かには音楽、小説、映画、絵画などがが含まれ

る。前者と後者の違いは、前者については、同

ー内容の情報の反復が無価値であるのに対し、

後者については同一内容の情報の反復消費にも

価値があることである。したがって、後者の情

報は、通常のサービス財と本質的に同一のもの

と考えられる。そこで、このような情報をサー

ビス財的情報と呼ぶことにしよう。」 7)

シャノン的情報、例えば「明日は晴れ」という

天気予報は、一度聞けば後で改めて聞く必要は

ない。この意味で「反復消費」に価値はない。

けれどもベートーベンの「月光」は何度聴いても

楽しめるし、兼好法師の『徒然草』は何度読ん

でも、その度に新たな感興が得られる。いずれ

も「反復消費にも価値がある」。そしてこうした

性質は通常のサービス財と共通である。そこで

このような情報を「サービス財的情報」と呼ぶ

と。

だが、「不確実性を減らさない」情報の特徴を

「反復消費にも価値がある」ととらえることに

は疑問がある。野口氏自身が言及しているよう

に、実はこれらの情報の中には「反復消費にも

価値がある」とはいえない情報が結構あるから

である。例えばミステリー小説や多くのテレビ

ドラマおよび劇映画などでは、一度読んだり見

たりして内容がわかってしまうと、それ以降は

同じ感興を味わえないことも多く、そのため二

度と読んだり見たりしない場合が多い。これら

の場合は明らかに「反復消費にも価値がある」

とはいえない 8)。そしてこのようなケースは、

7) 同上、 26-27ページ。

8) 同上、 30ページ。
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「不確実性を減らさない」情報の中でも例外的な

少数派であるとはいえないから、この種の情報

を「反復消費にも価値がある」と特徴づけること

は適切ではない。

実はシャノン的情報と「不確実性を減らさな

い」情報との間には、次のような重要な違いが

存在する。後者は見たり聴いたり読んだりして

その内容を楽しむために利用され、その消費は

直接人々の欲求を充足する。このことがこの種

の情報の特徴である。この意味でそれは「欲求

充足の対象である情報」ということができる叫

これに対してシャノン的情報、例えば天気予報

は、その消費が直接人々の欲求を充足すること

はない。天気予報は天候予測の「不確実性を減

らす」が、そのことは、例えば朝出勤するとき

に傘をもって出かけるべきか否かという問題の

解決に役立つ。天気予報が「今日は晴れ」であ

れば、傘はもっていかないという決定になる。

このような人々の判断や意思決定および問題解

決の手段として役立つことがシャノン情報の特

色である。この意味でこの種の情報は「判断、

意思決定および問題解決の手段である情報」と

いうことができる。このようだとすれば、「不確

実性を減らさない」情報の特徴としては「欲求

充足の対象」という点を挙げて、シャノン的情

報と区別すべきである。

さらにいうと、「不確実性を減らさない」情報

を「サービス財的l冑報」と呼ぶことも疑問であ

る。この命名の由来は、この種の情報の「反復

消費にも価値がある」という性質が「通常の

9) 津金孝行氏は野口氏の情報概念を採用し、情報の

分類に際して野口氏の「サービス財的情報」にあた

る情報を「芸術」と名付け、これを「人間の行動そ

のものには直接影響を及ぽさず人間の心を満足させ

る」情報であるとする（津金 [1997]、30-31ペー
で./)。
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サービス財と本質的に同一」であるということ

にあったが、上述のように、この性質はこの種

の情報の特徴を適切にとらえたものとはいえな

い。また、「反復消費にも価値がある」という

ことは「サービス財」だけでなく物的財貨にも

共通であることを考えると、この面からも

「サービス財的清報」と名づけるのは不適当で

ある。むしろこの種の情報の「欲求充足の対

象」としての性質を考慮して「消費財的情報」

とでも名付けるべきである 10)11)。

さて、飯尾氏のように「不確実性を減らす」

シャノン的情報のみを情報と規定するか、ある

いは「消費財的情報」をも情報とするかは、定

義の問題であって、ことの当否の問題ではな

10) これに対応して、シャノン的情報は、判断などの

他の目的のために使われるという手段的性格を考慮

して「生産財的情報」とでも名付けるべきである。

11) シャノン的情報と「消費財的情報」との両方にま

たがるものとして「ゴシップ情報」（野口 [1974]、

29ページ）がある。週刊誌やスポーツ紙上をにぎわ

す有名タレントに関するゴシップ記事がそれであ

る。「ゴシップ情報」はタレントの動静に関する不

確実性を減らす。したがってシャノン的情報であ

る。タレントの動静を知りたがっている人々には、

「ゴシップ情報」は明日の天気予報と同じ有用性を

もつ。しかしゴシップ記事は、それを読んで読者が

好奇心を満足させるという意味で「欲求充足の対

象」でもある。むしろこちらが主といってよい場合

が多い。その場合はフィクションである小説と変わ

るところがない。この意味で「ゴシップ情報」は

シャノン的情報でありながら、同時に小説などの

「消費財的情報」と同じ性格を合わせもっていると

いえる。

なお、マスコミを通じて伝達される情報に関する

かぎり、シャノン的情報でも「ゴッシプ情報」と似

たようなものかもしれない。例えば大規模な交通事

故や凶悪犯罪のニュースの場合、それを当事者や利

害関係者あるいは警察当局以外の一般の視聴者が、

判断や意思決定などの手段として用いることはほと

んどない。しかしだからといってそれらが人々に

とって無価値かというとそうではない。そのような

役には立たなくてもその内容自体は結構見て楽しめ

るものである。報ぜられる内容を見聞きして娯楽の

対象にするのである。その点では芸能番組やバラエ

ティーショー、あるいはパニック映画や犯罪ドラマ

などの「消費財的情報」である番組とたいして変り

はない。

第 67巻第 1号

い。どのような定義を採用すべきかは、分析の

対象や取り上げる問題の性格にもよる。実は飯

尾氏の場合がそうだが、システム論における制

御を問題とするときにはシャノン的情報に限定

するのは意味のあることであろう。しかし対象

と問題が異なれば別の定義を採用することも十

分意味のあることである。

今、経済分析においで情報産業を取り上げ、

その生産物について考えるとしよう。通例情報

産業という場合、そこにおいて生産され提供さ

れる生産物たる情報は様々である。例えば

ニュース供給業、気象情報供給業、興信所、経

営コンサルタント、シンクタンク、職業紹介業

などでは生産物たる情報はシャノン的情報であ

る。そうでなければ意味がない。これに対し

て、放送業や出版業の生産物たる情報はシャノ

ン的情報だけではない。先ほど来繰り返してい

るように、前者のニュース番組や天気予報は

シャノン的情報だが、 ドラマや映画は「消費財

的情報」である12)。後者の学術書はシャノン的情

報だが小説は「消費財的情報」である。同様に

新聞でも雑誌でも記事のすべてがシャノン的情

報なのではない。多くの「消費財的情報」を含

む。これら放送業、出版業、新聞業などの業種

において、その生産物がシャノン的情報である

か「消費財的情報」であるかということは、そ

12) NHK総合テレビ 1日当たりのジャンル別番組割

合は、報道 (44.4%)、教育 (10.6%)、教養 (25.0

％）、娯楽 (20.1%) となっている (1995年度）。同

じく民放番組の平均では、報道 (20.6%) 、教育

(12.1%)、教養 (25.1%)、娯楽 (38.8%) となっ

ている (1996年度）。少なくとも娯楽番組は「消費

財的情報」と見ていいであろう。また衛星放送の

wowoでは、ジャンル分けは異なるが、映画

(51. 7%)、アニメ (6.7%)、スポーツ (11.5%)、

音楽 (5.8%)、ステージ (1.0%)、 ドラマ (6.2 

％）、そのほか (17%)で (1996年度）、番組のほと

んどが「消費財的情報」である。資料出所は、電通

総研 [1998]、76ページおよび91ページ。
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の生産物の使用価値的相違でしかない。前者を

情報といい、後者をそうでないと規定しても何

も得るものはない。したがって、これらの業種

の生産物である情報をシャノン的情報に限るこ

とは意味がない13)0 

以上のようであるとすれば、経済分析の対象

としで清報産業をとりあげ、その生産物として

の情報を問題とする場合には、情報をシャノン

的情報だけでなく「消費財的情報」をも含めて

考えることが必要となる。要するに情報産業の

生産物を統一的にとらえることが必要である。

そしてその一方、シャノン的情報と「消費財的

情報」との間には、「物質・エネルギーの……パ

ターン」（吉田氏の「最広義の情報」）という物

理的に共通な内容も存在する。そして、この共

通の内容でとらえることによって、情報産業の

生産物ないし活動の対象は統一的にとらえるこ

とができる。この点にこそ、吉田氏の「最広義

の情報」を情報の定義として用いることの意義

が存在する。

5 . 舞台演芸およびプロスポーツ興行における

「限界費用ゼロ」の複製 情報の生産

本稿で採用しだ情報の定義は吉田氏の「最広

13) 同様のことは通信業についてもいえる。通信業は

主としで清報の伝達に携わるが、通信業が伝達する

情報にはシャノン的情報はもちろん、そうではない

「消費財的情報」も多く含まれる。音声通話におけ
るビジネスユースの殆どはシャノン的情報であろう

が、個人ユースには単なるおしゃべりなどの「消費

財的情報」が多く含まれている。またデータ通信で

も、ビジネスユースは殆どがシャノン的情報であろ

うが、例えば個人ユースにおけるインターネットの

利用は、シャノン的情報の入手のためだけでなく、

ポルノサイトの探訪のように「消費財的清報」を得

るためにも行われる。通信業にとってはシャノン的

情報も「消費財的情報」も区別がない。したがっ

て、両者を区別して一方を情報とし他方を情報とし

ないことには実際的意味はない。

- 13 -

義の情報」である、そしてこれは「限界費用ゼ

ロ」で複製が可能というこを条件としている。

したがって「限界費用ゼロ」で複製が可能なも

のがあれば、それは本稿の定義の情報である。

このことを手がかりに舞台演芸およびプロス

ポーツ興行において生産されているものは何か

を考えてみよう。

例をプロ野球興行にとり、そのゲームのテレ

ビ中継を考えてみる。中継において、ゲームの

光景は光から撮影機を通して電気信号に変換さ

れ、電流を媒体に放送局に送られる。そこで電

波信号に変換され、電波を媒体に家庭のテレビ

アンテナに送られる。そしてアンテナでは再び

媒体を電流に変え、電気信号としてテレビ受像

器に入力される。電気信号はブラウン管で光に

再変換され、デイスプレイにゲームの映像とし

て表示される。このデイスプレイ上のゲーム映

像は球場のゲームの光景と同じ内容を有してい

る。もちろん同じといっても、球場のどの場

所、どの角度から撮影し、ズームアップすると

かしないとか、それらに応じて映像は様々であ

り、大きさも異なる。しかしいずれにせよ球場

のゲームの光景にないものを撮しているわけで

はない。ゲームの光景として存在するものを撮

し、再現している。この意味でデイスプレイ上

のゲーム映像はゲームの光景の同一物である。

したがってゲーム映像は球場で行われるゲーム

の光景の複製である心

またゲームの光景だけでなく音声について

1) 田中ー氏はプロ野球ゲームのテレビ中継の例を用

いて、光、電流、電波などの媒体が異なっても、そ

こに野球ゲームという同一内容の伝達があることを

確認して、そこから「情報とは媒体の種類と表現形

式の取り方に関係なく伝達されるものである」とい

う、情報の定義を導き出している（田中 [1994]、

18ページ）。本稿は同じ例を情報の複製をめぐる問

題を考察する設例に転用している。
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も、上記のプロセスの最初のところが集音マイ 映る光景であり、加えて耳に聞こえる音声であ

クに、最後のところが受像器のスピーカーによ る。観客が球場で行われているゲームを理解し

る再生に変わるなどの違いはあるが、ほぼ同様 楽しむのに、ゲームの光景や音声以上のものを

のことがいえる。受像器のスピーカーから出て 必要とはしないことがこれを証明する。この意

くる音声は球場の音声の複製である。かくてテ 味で「ゲームの光景と音声」とは「ゲーム」と

レビ受像器で受信されるゲームの中継番組 は別物ではなく、「ゲーム」そのものである。ち

（デイスプレイ上のゲーム映像とスピーカの再 なみにテレビ中継で見たゲームの顛末を、球場

生音声）は、球場のゲーム（ゲームの光景と音 のゲームの顛末と異なるものとは誰も考えな

声）の複製である 2)3)。 い。番組でひいきのチームが勝てば、そのチー

もっとも、「球場のゲーム（ゲームの光景と音 ムが球場でも勝利したことを誰も疑わない。こ

声）」という言い方には疑問をもつ向きもあるか れは人々が放映ゲームと球場のゲームとを同一

もしれない。つまり「ゲーム」と「ゲームの光 物と考えていることを意味する。球場のゲーム

景と音声」とを同一物として扱っているが、両 とは違って、テレビ放映のゲームは単なる映像

者は別のものではないかということである。確 と音声でしかないにもかかわらずである。これ

かにゲームが行われる球場も、ゲームを行う選 は球場のゲームでもその本質的要素が光景（映

手たちも、実体的には目に見えるものや耳に聞 像）と音声だということを意味している。この

こえるもの以上のものである。したがって現実 意味で「ゲーム」と「ゲームの光景と音声」と

のゲームもその光景や音声以上のものである。 は同一物ということができる。

しかしゲームにとって本質的なのは、人の目に 次に、ゲームの中継には多額の費用がかか

2) 中継番組は中継だけでなく、解説やリプレーや

データの紹介なども加えて制作される。この意味で

中継される映像と音声とは中心的内容とはいえ、そ

の素材の一つである。だから番組は単なる球場の

ゲームの複製ではない。しかしその中に再現されて

いるものはやはりゲームの複製である。

3) 法律上の複製概念（著作権法における複製）では

このようなケース（テレビの映像および音声）は複

製ではない。同法では著作物、実演および放送など

を「有形的に再製する」ことをいい、それには印

刷、写真、複写、録音および録画などが含まれる

（著作権法第 2条第 1項第15号ほか参照）。他方、

著作物の上演・演奏、およびそれらと実演などの放

送は複製とは規定していない。したがって、例えば

コンサートのビデオ録画やその放映番組のビデオ録

画は複製でも、放映番組の受像器上の映像は複製で

はない。プロ野球などのスポーツ典行は著作権法上

の「実演」にはあたらないが、仮にそう規定したと

しても、そのテレビ中継の映像は著作権法上の複製

ではない。

なお、著作物の上演・演奏および放送について

は、法律学者の間でもこれを複製と、すなわち「無

形的複製」とするとらえ方がある。例えば半田

[1997]、132-3ページ、および三山 [1995]、93-94

ページなどを参照。

り、番組の受信にも受像器などの費用がかか

る。しかし番組は非常に多数の視聴者に提供さ

れ、そのことによって視聴者当たりの中継費用

はわずかなものになる。また受像器自体は安価

とはいえなくても、それは耐久性をもち、一番

組当たりのコストは取るに足らない。こうして

両者を合わせた個々の受信番組当たりの費用、

すなわち一つ一つの複製のための費用は、球場

でゲームを行う費用に比べればごくわずかであ

り、「限界費用ゼロ」で複製が行われている。す

なわち野球ゲームは「限界費用ゼロ」で複製が

可能である。このことは複製される内容が情報

であることを意味している。そしてこの内容は

ゲームの開催によってつくり出されている。

よってプロ野球興行では情報が生産されてい

る。なお受信番組が複製情報であるとしたら、

- 14 -
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複製される球場のゲームはオリジナル情報であ

る。したがってプロ野球興行ではオリジナル情

報の生産が行われている。

テレビ放映による「限界費用ゼロ」の複製

は、プロ野球興行だけでなく、それ以外のプロ

スポーツ興行および各種の舞台演芸でも広く行

われる。サッカー］リーグ、大相撲、プロレ

ス、プロボクシング、プロテニス、プロゴルフ

など、テレビ放映される典行は非常に多数に上

る。また米メジャーリーグ、 NBA、NFL、ワール

ドカップサッカー、テニスおよびゴルフの 4大

世界大会、オリンピック、 F1グランプリレー

スなどは、テレビのスポーツ番組の目玉となっ

ている。舞台演芸では、各種コンサートはもと

より演劇、歌舞伎、オペラ、ミュージカル、バ

レー、宝塚歌劇、漫オ・落語なども劇場中継・

舞台中継としておなじみであり、手品、奇術、

アイスショー、サーカスなども放映される。特

に音楽関係の興行ではラジオ放送を通じても行

われる。これらテレビおよびラジオの放映・放

送番組はいずれも各種プロスポーツ興行や舞台

演芸の複製であり、「限界費用ゼロ」の複製であ

る。

他方、「限界費用ゼロ」の複製は、放送メデイ

アによるほかに物的メデイアヘの記録と再生に

よって行われるものもある。主として舞台演芸

における公演のレコード、録音テープ、 CD、

MD、ビデオテープ、 LO、DVDへの録音および録

画と、ステレオセットおよびビデオデッキ、 LD

プレーヤーなどの再生装置によるその再生がそ

れである。公演の再生音声および映像も舞台演

芸の複製であり、「限界費用ゼロ」の複製であ

る。なお、最近はあまり行われないが、かつて

はよく行われたオリンピックなどのスポーツイ

ベントの記録映画も同様の性格をもつ。そして

この種の複製は、記録媒体がAV商品として販売

されて消費者のもとでの再生として行われるだ

けでなく、録画中継、録画番組として放送と組

み合わされても行われる。

放送によるか録音・録画・再生によるかかか

わらず、これら「限界費用ゼロ」で複製可能な

内容をつくり出している舞台演芸およびプロス

ポーツ興行は、そのこと故に情報の生産を行っ

ている。これらの情報の実体は映像および音声

である。したがってこれらのサービス業では映

像・音声情報が生産されている叫これらは演奏

家、俳優、スポーツ選手などを主役とし、これ

に様々な人々の活動が加わって生産される。

4) 「映像」の語は通例、人や物の姿や事件の光景、

あるいは自然の風景などが、写真あるいはテレビの

デイスプレイや映画のスクリーン上に映ったものに

対して使用され、人の目に映る姿や光景、あるいは

風景などに対しては使用されない。そしてカメラや

テレビ放送の撮影機が対象とし映すものも後者であ

る。だから、人の目に映るものを作り出す舞台演芸

やプロスポーツ興行において、生産されるものが映

像情報だという言い方には、違和感を覚える向き万

あるかもしれない。

筆者としては、人の目に映る姿や光景あるいは風

景に当たる一般的な言葉があればそちらを使いたい

が、残念ながらそれが見当たらない。他方、実は人

の目に映る姿なども、人の目の網膜に映るものぞ

あって、写真に映るものなどと本質的に異なるもの

ではない。異なるのは姿などが映し出される物体な

いし場所だけである。映ったり、映し出されたりす

る姿や光景あるいは風景自体に区別があるのではな

い。こうした事情から、本稿では人の目に映る、し

たがって撮影機がとらえる姿や光景および風景につ

いても「映像」の語を使うことにし、舞台演芸やプ

ロスポーツ興行において映像情報が生産されると表

現する。
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なお、両者の意味を備えた語として日本語には

「影」という語がある。それは一方で「目に見える

人や物の姿、像」を意味し、他方で「鏡などに映っ

た人や物の姿、像」を意味する（『小学館日本国語

天辞典』、『大修館新漢和辞典』など）。例えば「人

影」、「島影」、「月影」などの「影」はこの用法によ

る。本稿における「映像」の趣旨からすればこの語

が適格だが、現代ではこの語は主として「物体が光

を遮った結果、物体と反対側にできる、その物体の

黒い形」（同）という全く別の意味で使われ、上記

の意味では一部の例外を除いてほとんど使われな

い。



経済学研究 第 67巻第 1号

通例娯楽業とされる舞台演芸およびプロス

ポーツ興行の二つのサービス業でば情報の生産

が行われている。この意味ではこれらのサービ

ス業ば情報産業でもある。しかし筆者は、これ

らにおける種々の興行が、テレビ放映やほかの

メデイアを使って「限界費用ゼロ」で複製が行

なわれる場合にだけ情報産業としての意義をも

つとするものではない。例えばプロ野球ゲーム

の開催はテレビ中継が行われるときだけ情報を

生産し、中継がないときにはしないというので

はない。これらのサービス業はそもそもから情

報を生産する情報産業である。筆者の意図する

ところは、これらのサービス業において「限界

費用ゼロ」の複製が行なわれることをもって、

これらのサービス業が情報の生産を行っている

ことを明らかにすること、ないしは確認するこ

とにある。

6 . 舞台演芸およびプロスポーツ興行における

生産物の生産

本稿第2節で見たマルクス的な考え方では、物

的財貨を生産しない場合は、生産されるものは

生産者およびその労働から区別することも分離

することもできない、したがってそこでは、生

産者およびその労働から区別され分離される対

象たる生産物は生産されない。情報はもとより

物的財貨ではない。だからこの考え方によるな

ら、舞台演芸およびプロスポーツ興行でつくり

出される情報も、その生産者および労働から区

別も分離もできないことになる。そうであるな

ら、そのようなものは生産物とはいえない。し

たがって舞台演芸およびプロスポーツ興行では

生産物の生産は行われない。だが果たして情報

は、その生産者および労働から区別も分離もで

-16 -

きないものであろうか。もちろんそうではな

い。

6-1 区別と分離 (1) —情報の媒体に関連

して

本稿の定義における情報は「物質ーエネル

ギーの……パタン」である。「パタン」たる情報

は物質およびエネルギーに担われて存在する。

この情報の担い手（物質あるいはエネルギー）

を情報の媒体（「担荷体」一ー吉田氏の用語）

という。

「物質ーエネルギーの存在するところ、必ず

その時空的・量質的なパタンがあり、パタンの

存在するところ、必ずそれを担う物質ーエネル

ギーがある。……話しことばは音響エネルギー

とその時間的パタン、書きことばは印字物質と

その空間的パタン、そしてある種の機械言語は

……磁気テープや磁気ドラムとその磁化パタン

によって、それぞれ形成されている。……いか

なるパタンの存在も、この担荷体としての物質

ーエネルギーの存在を離れてはありえない。」])

例えばコンサートの音楽、歌唱、あるいは演

劇のせりふ、効果音などの音声は、音波すなわ

ち空気振動のなんらかの「パタン」であるが、

ある一定の「パタン」をもった空気振動、例え

ば楽器の音は、演奏家が楽器の弦を摩擦する

（弦楽器の場合）などして振動させ、その振動

が空気を振動させることによって発生する。ま

た歌手の歌や俳優のせりふなどの声は、これら

の人たちが息を吐いて喉の声帯を振動させ、こ

の振動が空気を振動させることによって発生す

る。その空気の振動は、振動数の多少に応じて

高い音あるいは低い音となり、振幅の大小に応

1) 吉田 [1990a]、115ページ。
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じて強い音あるいは弱い音となる。そしてそれ

が時間とともに現れては消えていく。これら空

気振動の一定の形状とその時間的生起、この意

味での空気振動の一定「パタン」が音声情報で

ある。したがって音楽などの音声情報は空気振

動を媒体としている。

この空気振動という媒体と、それを発生させ

る人々およびその行為とは、全く別の物理的存

在物である。一方は空気振動（エネルギー）で

あり、他方は人という生物体物質とその運動た

る行為である。したがって、前者に担われてい

る音声情報とそれを発生させる人およびその行

為とは、区別される別物である。しかも音声情

報は、空気振動を媒体に、それを発生させる

人々（演奏家、歌手および俳優など）からも、

その行為が行われる場所（舞台）からも離れた

場所にいる観客に伝達される。このゆえに、音

声情報はそれを発する人々やその行為から分離

されるものでもある。

次に、演劇において演技する俳優の姿やプ

レーするプロスポーツ選手の姿、すなわち映像

情報の媒体は何であろうか。それはこれらの

人々の身体であろうか。もしそうだとしたら、

これらの人々の映像はその人たちとは別に存在

するとはいえない。したがってそれは、これら

の人々およびその行為とは区別も分離もされな

いことになる。だがそれは違う。

演劇やプロスポーツゲームにおいて、観客は

俳優やスポーツ選手の演技しプレーする姿を見

る。しかしあるものが人に見えるということ

は、そのものが発光体である場合を除けば、ほ

かの光源から出た光がそのものに反射して見る

人の目に到達して見えるということである（何

も反射しないところも黒色として見える）。演技

する俳優やプレーする選手たちはその身体で一

定の空間的広がりをもった様々な色の光を反射

する。その光は時間とともに現れては消えてい

く。人々はそれを行為する俳優やスポーツ選手

の映像として見る。この意味で様々な光の空間

的分布の時間的生起という光のある「パタン」

が、映像、映像情報である。したがって映像情

報は、俳優やスポーツ選手などの身体を媒体と

するのではなく、光を媒体にしているのであ

る。

この媒体たる光と、それを反射する俳優やプ

レーヤーなどの人々およびその行為とは全く別

の物理的存在物である。前者は光というエネル

ギーであるのに対して、後者は人という生物物

質とその運動たる行為である。したがって前者

に担われている映像情報は、明らかに俳優やプ

レーヤーなどの人々ともその行為とも区別され

る別物である。また俳優やスポーツ選手の映像

は、彼らが演じたりプレーしたりする場所（舞

台やグラウンド）から離れた場所にいる観客に

伝達される。この故に、映像情報はこれらの

人々やその行為から分離されるものでもある

分離されなければ、そもそも遠く離れた観

客には伝達されない。
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以上では例を演劇とプロ野球興行にとった

が、これらを含む舞台演芸およびプロスポーツ

典行では、演奏家、俳優、選手、力士、舞踏

家、奇術師らによって映像および音声から構成

される対象（劇、ゲーム等々）が生産される。

これら映像・ 音声情報は光や空気振動というエ

ネルギーを媒体に存在し、その空間的移動に

よって観客に伝達される。情報の媒体たるエネ

ルギーと、それをつくり出す人々およびその行

為、すなわち生物物質とその運動とは異なる物

理的存在物である。したがって前者を媒体とす

る情報と後者とは明らかに区別される別物であ
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る。のみならず情報は前者を媒体に後者から空

間的に離れた場所にいる観客へと伝達される。

したがつで情報と後者とは互いに分離されるも

のでもある。

かくして舞台演芸およびプロスポーツ興行に

おいて生産される映像・音声情報は、それをつ

くり出す人々（生産者）およびその行為（労

働）から、区別も分離もできる。この故に、こ

れらの情報は生産物と規定できるものである。

これら二つのサービス業においても生産物が生

産されている。

6-2 区別と分離 (2)―-情報の変換に関連

して

情報は通信、放送、郵便などを通じて伝達さ

れる。それば情報の空間的移動である。まだl胄

報は文書や写真や磁気テープやCDなどに記録、

保存される。そして保存は、必要になったとき

にとり出して使用することを前提している。し

たがってそれば情報の時間的移動である。

空間的であれ時間的であれ情報を移動させる

には、多くの場合その使用に適した形から移動

に適した形へ変換し、移動の後、後者から前者

への再変換を必要とする 2)。これらを「情報変

換」と呼ぶ。音声の空間的移動、例えばそれを

電話で行う場合には、送話器による音声の電気

信号への変換と、通話先の受話器による音声ヘ

の再変換が必要である。また、音声の時間的移

動、例えばテープデッキによる録音・再生で

は、音声がテープ上の磁気記号に変換・記録さ

れ、それが後に音声に再変換される。情報変換

を通しで情報の空間的・時間的移動が行なわれ

る。

2) その必要がない場合もある。例えば紙に書かれた

文書や写真などの場合。

第 67巻第 1号

まず舞台演芸およびプロスポーツ興行に関係

する情報の空間的移動としては、テレビ・ラジ

オによる中継番組の放映、放送がある。例えば

宝塚歌劇のテレビ中継では3)、歌劇の映像は撮影

機を通して電気信号に変換され、電流を媒体に

放送局に送られる。そこで電波信号に変換さ

れ、アンテナから電波を媒体に家庭のテレビア

ンテナに送信れる。そして電波を受信したアン

テナでは再び媒体を電流に変え、電気信号とし

てテレビ受像器に入力される。電気信号はブラ

ウン管で光に変換され、デイスプレイに歌劇の

映像として表示される。俳優のせりふや歌など

の音声も、上記のプロセスの最初のところがマ

イクロホンに、最後のところが受像器のスピー

カーによる再生に変わるだけで、ほぼ同様のこ

とがいえる。

撮影機とマイクロホンによる映像および音声

の電気信号への変換は、通信理論では「符号化

(encording)」と呼ばれ、それは「記号でない物

質ーエネルギーのパタンを記号パタンに変換す

るプロセス、即ち非記号的な対象を記号化す

る」ものである。吉田氏自身はこれを情報の

「記号化変換」と呼ぶ。また受像機における電

気信号から映像および音声への変換は「復号化

(decording)」と呼ばれ、それは「記号パタンを

記号でない物質ーエネルギーのパタンに変換す

るプロセス、即ち記号を非記号的な対象に変換

する」ものである。吉田氏自身はこれを情報の

「対象化変換」と呼ぶ。なお、電気信号から電

波信号への変換のように記号間で行なわれる変

換は「記号変換」と呼ぶ叫

3) テレビ中継番組（劇場中継、舞台中継）として放

映される舞台演芸およびプロスポーツ興行の代表的

なものにについては、本稿第 5節であげた。

4) 以上、吉田〔1990a〕ヽ 127ページ。
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歌劇のディスプレイ上での再生では、生身の

人間がテレビの函の中で劇を演ずるわけではな

い。そこで再生されるのは行為する人の姿すな

わち映像だけであって、人の行為そのものでは

ない。行為は人の行為としてあり、人自身は符

号化し、電波で送受信し、復号化することはで

きないから、その行為も符号化し、電波で送受

信し、復号化することはできない。したがって

デイスプレイ上に再生もされることもない。せ

りふや歌などの音声も同様で、スピーカーから

流れ出る音声は、生身の俳優が話したり歌った

りするものではない。

符号化され復号化されて再生されるものは、

俳優が演技する姿すなわち映像であり、彼らが

歌い話す歌やせりふなどの音声である。またそ

れらだけである。いま仮に、劇の映像や音声が

演技する俳優ともその行為とも、区別も分離も

できないとしたら、デイスプレイ上に彼らの姿

を再生し、スピーカーからその音声を再生する

には、彼らの身体そのものを符号化し、送信

し、受信し、復号化しなければならない。しか

しそんなことは不可能である。符号化し、送受

信し、復号化されるものは、人の身体などの物

質およびエネルギーという物理的存在物ではな

く、そのなんらかの「パタン」たる情報だけで

ある。そしてそのようなことをしなくても、俳

優の映像も音声も再生される。このことは、記

号化され復号化される映像と音声が、俳優自身

ともその行為とも、区別も分離もできる対象で

あることを示している。

次に、情報の時間的移動は、文書、描画、写

真、映画、レコード、磁気テープ、 CD、LO、

DVD、フロッピーデイスク、ハードデイスクな

ど、様々な物的媒体への情報の記録と保存、そ

して記録が記号化して行なわれる場合は、記号

化された記録の種々の器具を利用した再生を通

して行なわれる。映像並びに音声情報に関して

いえば、それらは磁気テープなどへの録画・録

音によって記録・保存され、ビデオデッキなど

の器具を用いて再生される。

例を歌手のコンサートのビデオ録画（録音）

とその再生にとり、コンサートのビデオカメラ

による録画・録音と、ビデオデッキとテレビ受

像機によるその再生を考えると、そこでは歌手

の歌う姿、映像は、ビデオカメラによって光か

ら電気記号に変換され、さらに磁気記号に変換

されてテープに記録される。歌手の歌う歌、音

声は、カメラに付属するマイクロホンによって

電気信号に変換され、次いで磁気信号に変換さ

れてテープに記録され、保存される。磁気テー

プに記録された映像・音声情報は、ビデオデッ

キで電気情報に変換されてテレビ受像機に送ら

れ、映像はブラウン管で、音声はスピーカーで

復号化され、映像・音声に再生される。

若干複雑な径路をたどりはするが、つまると

ころコンサートで歌手が歌う姿すなわち映像

と、彼らが歌う歌すなわち音声とは符号化さ

れ、記録され、復号化されて映像と音声に再生

される。符号化され、記録され、復号化される

ものは、コンサートで歌う歌手の姿でありその

歌う歌である映像および音声である。またそれ

らだけである。映像や音声が、歌手ともその行

為とも、区別も分離もできないものであるとし

たら、テレビ受像機のデイスプレイ上に彼らの

姿を再生し、スピーカーから彼らの歌声を再生

するためには、彼らの身体そのものを符号化

し、記録し、復号化しなければならない。しか

しそのようなことは不可能である。符号化し、

記録し、復号化されるものは、映像と音声だけ

である。またそのようなことをしなくても、映
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像と音声は符号化、記録、復号化される。この

ことは、記号化され復号化される映像と音声

が、歌手自身ともその行為とも、区別も分離も

できる対象であることを示している。

以上のように、歌劇やコンサートにおいて生

産される映像・音声情報は、それをつくり出す

人々（生産者）およびその行為（労働）から、

区別も分離もできる。したがってこれらの情報

は生産物と規定できるものである。歌劇の公演

やコンサートでも生産物が生産されている。そ

して同様のことは、これら以外の舞台演芸並び

にプロスポーツ興行についてもいえる。それら

でも、生産されるものは映像と音声からなるも

の、すなわち映像・音声情報だからである。

6-3 区別と分離 (3)―-情報の複製に関連

して

例を再びプロ野球興行のテレビ中継にとろ

う。そこでは「限界費用ゼロ」でのゲームの複

製が行なわれている。この「限界費用ゼロ」で

の複製が行なわれているということは、そこに

おける生産者およびその労働と生産物との区別

および分離についても、重要な証拠を提供す

る。

プロ野球興行で生産される情報（ゲーム映像

および音声）は、プレーする選手たちおよびそ

の行為から、区別も分離もできる（命題）。仮に

そうでないとしたら、つまりこの情報がプレー

する選手たちおよびその行為から、区別も分離

もできないとしたら（命題に反する仮定）、その

ような情報を複製するにば情報だけを複製する

することはできない。それには再び選手たちに

同じプレーをしてもらい、ゲームを再現するほ

かない。すなわち同じゲームをもう一度行う必

要がある（命題に反する仮定からの帰結）。もち

第 67巻第 1号

ろんゲームに筋書きはないから、それは現実に

は不可能だが、仮にそれが可能だとしてであ

る。例えば演劇やミュージカルにおいて同じ出

し物が毎夜連続して上演される場合のように、

同じゲームがもう一度行われなければならな

い。しかしその場合には前のゲームと同じ費用

がかかる。それは「限界費用ゼロ」ではできな

い。すなわち「限界費用ゼロ」での複製は不可

能である。ところがゲームのテレビ中継はその

複製を「限界費用ゼロ」で行っている。した

がって複製のために同じゲームをもう一度行う

必要はない（命題に反する仮定からの帰結の事

実との対立）。そうであるなら、情報がプレーす

る選手たちおよびその行為から、区別も分離も

できないということはあり得ない（命題に反す

る仮定は偽）。その故に、プロ野球興行で生産さ

れる情報は、それをつくり出すプレーする選手

たちおよびその行為から、区別も分離もできる

（命題は真）。テレビ中継によって行なわれる

「限界費用ゼロ」の複製は、このように、プロ

野球ゲームで生産される情報が、それをつくり

出す人々およびその行為から、区別も分離もで

きることを説明する。

テレビ放映による「限界費用ゼロ」の複製

は、プロ野球興行だけでなく、それ以外のプロ

スポーツ興行および各種の舞台演芸でも広く行

われる。また音楽関係の興行ではラジオ放送を

通じても行われる。他方、典行の「限界費用ゼ

ロ」の複製は、放送によるほかに物的メデイア

への記録と再生によっても行われる。レコー

ド、録音テープ、 CD、MD、ビデオテープ、

LD、DVDへの録音および録画と、ステレオセッ

トおよびビデオデッキ、 LDプレーヤーなどの再

生装置による再生がそれである。

舞台演芸およびプロスポーツ興行では映像・
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音声情報が生産される。これらの情報は、放送

によるか録音・録画・再生によるかかかわらず

「限界費用ゼロ」で複製が行なわれる。そのこ

と故にこれらの情報は、それをつくり出す人々

（生産者）およびその行為（労働）から、区別

も分離もできるものである。この故に、これら

のサービス業で生産される情報は生産物と規定

できる。これら二つのサービス業でも生産物が

生産されている。

7 . 舞台演芸およびプロスポーツ興行の販売商

品

話を本稿第 2節に戻そう。そこで述べたよう

に、マルクスは、演劇や歌唱などのように物的

財貨をつくり出さない場合には、生産者および

その労働から区別され分離される対象たる生産

物は生産されないと考えた。そのためにこれら

のサービス提供では労働そのものが商品として

提供されるとし、商品として提供されるサービ

スは労働であると考えた。

このようなマルクスの考え方は、彼がこれら

のサービス提供の販売物の決定において、事実

上労働とその生産物の二つを候補と考え、生産

物は生産されないから販売物は労働であると結

論していることを示している心

本稿第 6節では、舞台演芸およびプロスポー

ツ興行の二つのサービス業においても、情報と

いう生産者およびその労働から区別も分離もさ

れる生産物が生産されていることを明らかにし

た。したがって演劇や歌唱などにおける生産物

生産を否定するマルクスの主張は誤りであるこ

とが判明した。この理由から、もはや生産物は

生産されないから販売物は労働であるというマ

ルクス的論理は成り立たない。

しかしだからといって、そのことから自動的

に、生産物がこれらのサービス業の販売商品で

あるとは結論はできない。生産物が生産されて

いるという結論それ自体は、生産物も販売物と

なり得る可能性をもっということでしかない。

生産物が生産されているとしても、そのこと自

体は、それが何らかの理由で販売物とはならな

い可能性までも排除するものではないからであ

る2)。また労働を販売物とするマルクス的論理が

成立たないとしても、そのこと自体は、労働が

それとは別の理由で販売物とされる可能性まで

も排除するものではない。労働にもまだその可

能性があるのである。そしてどちらが販売物で

あるかは、現実に何が商品として販売されてい

るかにかかっている。これら二つのサービス業

において現実に何が商品として販売されている

かと問い、事実に即して判定すべきである。

そしてその判定の基準としては次の 3点、す

なわち①客は何を求めているか（客の求めてい

1) 実はマルクスのこうした問題設定自体にも欠陥が

ある。仮に生産物生産を否定する彼の考えが正し

かったとしても、それだけをもっては労働をサービ

ス業の販売商品とはできない。生産物が生産され

ず、それが商品とはならないとしても、そのことに

よっては、生産物でも労働でもない第 3の何かが商

品である可能性までも排除する事はできないからで

ある。労働が商品であるか否かはこうした論理に

よってではなく、事実に則して観察して、それが現

実に商品として販売されているか否かを確かめると

いう形で決定されなければならない。
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2) 例えば、マルクスの時代の王侯貴族はお抱え楽士

を雇い、宮廷で演奏させた。この場合にはサービス

労働力が商品として販売され、サービスの生産はそ

の消費として個人の消費過程で行われるから、生産

物たるサービスは、生産されても商品として提供さ

れない。ちなみにマルクスのサービス論はこうした

ケースー~サービス労働者を雇って家庭内で消費の
ためにサービス提供を行わせる―を主に想定して

構成されている。そのため彼にあっては、サービス

提供者の労働（彼の定義のサービス）もその生産物

も、商品として提供されるサービスではない。
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るものが商品である）、②代金の支払いは何に対 ではない。しかし彼らは一定のルールのもとで

して行われるか（代金が支払われるものが商品 ゲームを行い、その姿を観客に見せている。彼

である）、③客は何を消費しているか（客は消費 らは自らの身体とプレーという行為で一連の画

するものを購入する、したがって客が消費する をつくり、それをゲームとして観客に見せてい

ものが商品である）をあげることができる。こ る。

れらの基準に照らして商品として販売されてい 一般に舞台演芸もプロスポーツ興行も観客に

ると判断されるものが、そのサービス業の販売 見せるために行われる。観客は公演やゲームを

商品である。 見るために劇場や球場へ出かける。したがって

いずれの基準でも、結局は同一のものが商品 ここで興行主が提供するものは見せるものであ

とならなければならないが、ここではテンタ り、観客が提供を受けるものは見るものであ

テイヴに③を基準に考えてみることにする。す る。見せるもの、見るものは目に見えるもので

なわち買い手が消費しているもの、これがその あり、耳に聞こえるものである。それは映像で

サービス業の商品であると。したがって舞台演 あり音声である。舞台演芸およびプロスポーツ

芸やプロスポーツ輿行において観客が何を消費 興行では、俳優やスポーツ選手を始めとする興

しているのかを明らかにすれば、これらのサー 行にかかわる多数の人々によって、音声や映像

ビス業の販売商品は何かを、労働かあるいはそ で構成された対象（劇やゲーム）が生産され、

の生産物であるかを決定することができる。 観客に提供される。観客はこれを見たり聴いた

例を演劇とプロ野球のゲームにとろう。演劇で りしている。

は、観客は俳優によって演ぜられる劇を観る。 吉田氏の「最広義の情報」に従うならば、こ

演技する俳優の姿を見、そのせりふを聴く。つ の映像と音声とば情報である。舞台演芸および

まり映像と音声からなるものを受け取り、それ プロスポーツ興行では、これら映像・ 音声情報

を見聞きしている。他方、舞台で演ずる俳優達 が生産されて観客に提供され、観客はこれを見

は、台本に従って、その発声、表情、身振り手 たり聴いたりしている。そこでいま、観客が劇

振り、挙動など一連の演技でそれぞれの役を演 場や競技場で行う見たり聴いたりする行為が、

じ、一つの劇を上演する。彼らの発声、身振り この場合の消費であるとするならば、彼らはこ

などは、劇のそれぞれの場面に相応しい音声お の映像・音声情報を消費しているといえる。そ

よび画ないし動画の「製造」と発信である。画 して観客が消費するものが商品であるとするな

についていうと、アニメ劇では画は人の手に らば（判定基準③）、この音声・映像情報こそが

よって描かれる。それを演劇では生きた人の身 販売される商品である。そしてこれらの情報

体と現実の行為で描くのである。彼らはそうす は、前節で明らかにしたように労働の生産物で

ることによって一つの劇をつくり、これを観客 あるから、舞台演芸並びにプロスポーツ輿行の

に見せ、聞かせている。またプロ野球ゲームで 販売商品は労働の生産物であるといえる。した

は、観客はプレーヤーが行うゲームを見る。 がって、舞台演芸並びにプロスポーツ興行の二

ゲームには演劇のような台本はないから、プ つのサービス業の販売商品たるサービスは労働

レーヤーは俳優と違って何かを演じているわけ の生産物である。
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他方、 もう一つの候補である労働の方はどう

か。労働が提供される商品であるとしたら、そ

の買い手である観客は労働を消費していなけれ

ばならない。舞台演芸やプロスポーツ興行にお

ける観客が消費するということの内容は、見る

ことであり聴くことである。そうであるなら、

観客は労働を見たり聴いたりしていなくてはな

らない。けれども、まず労働を見るとはいえな

この言明は無意味であり、そのようなことv' 
゜

はありえない。見るものは映像であるが労働は

映像ではないからである。観客は歌手や俳優や

スポーツ選手たちが労働する姿、つまり歌った

り演技したりプレーしたりする姿（映像）は見

ても、労働そのものは見ない。そしていうまで

もなく、労働を聴くということもありえない。

聴くものは音声だが、労働は音声ではないから

である。労働は聴こうにも聴けない。観客は歌

手の歌や俳優のせりふ （音声）

費の対象こそが商品である

を聴いても、

故に労働は販売される商品ではあり得ない。

たがって、

たるサービスは労働ではあり得ない。

そ

れを発する行為すなわち労働は聴かない。要す

るに舞台演芸やプロスポーツ興行においては、

観客は労働を見たり聴いたりしていない。すな

わちそれを消費してはいない％ところがこの消

（判定基準③）。この

し

これら二つのサービス業の販売商品

3) サービス＝労働説をとる論者たちは、サービスの

買い手である消費者は「労働を消費する」と主張す

る。けれども肝心の「労働の消費」の内容を説明し

た者は皆無である。例えば筆者は拙稿（刀田 [1998])
で、この説をとる金子氏の所説（金子 [1995])を検

討したが、同氏においても「労働を消費する」とい

われているだけで、その「労働の消費」が一体どの

ようなものであるのかについては何の説明も存在し

ない。

8. 補論ー一情報産業論における舞台演芸およ

びプロスポーツ興行

舞台演芸およびプロスポーツ典行を情報の生

産・提供を行うものととらえることは、

つのサービス業を情報産業と理解することを意

味している。こうした理解ば情報産業に関する

研究の開始当初から見られるものの、現在でも

一般的に支持されているとはいえない。本節で

ば情報産業の研究史上の代表的研究と、

近のいくつかの情報産業研究を取上げ、主とし

で情報の定義に留意しつつ、それらにおけるこ

の二つのサービス業の取り扱い方とその問題点

を簡単に見ておこう。

8-1 梅悼忠夫氏の情報産業論

舞台演芸およびプロスポーツ興行を情報産業

とする理解は、

席矢とする心

わが国では梅悼忠夫氏をもって

「映画や芝居、見せ物のたぐいも、

これら二

ごく最

じつはや

はりなんらかの情報を提供する商売であって、

本質的には……情報業のカテゴリーに属するも

のである。」 2) 「スポーツは興行として成立する。

プロ・スポーツの世界である。スポーツをやっ

1) マルクス経済学系の研究者では金子甫氏が最初と

思われる。同氏は、演劇を労働の提供とするマルク

スを批判して、これを情報の生産・提供とする主張

を行っている。「演劇企業家が劇という形で提供す

るものも、俳優などの労働によって生産された情報

である。俳優は、一定の空間と時間の中で……音

声、顔の表情、身ぶり手振りなどの組み合わせに

よって、すでに文字の形態を与えられている芸術的

情報を、生きている人々の現実的行為という形で表

現する……。／劇の観客は、俳優の行為そのものを

消費するのではなく、彼の行為によって表現された

情報を消費するのである。」（金子 [1970]、74ペー

ジ）。

2) 梅枠 [1988]、30ページ。
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てみせることによって、生活が成り立つという

世界である。これが闘牛などとともに、ひとつ

の情報産業であることは容易に理解できるであ

ろう。典行という点では、それはむしろ演劇に

近い。」 3)

演劇などの舞台演芸もプロスポーツも「興

行」である。「興行」とは客から入場料をとっ

て、演劇、音楽、スポーツ、映画、見せ物など

の催し物をやって見せることである。それはま

ず見せるものすなわち映像を提供する。もちろ

ん音楽やせりふや掛け声などの聴かせるもの、

すなわち音声も多くの場合不可欠である。した

がって、これらの興行では映像と音声から構成

されるものが提供される。梅悼氏はこれを情報

の提供ととらえた。

しかし同氏は当初、情報を「人間と人間のあ

いだで伝達されるいっさいの記号の系列」4)と規

定している。「人間と人間の間で伝達される」と

いう内容は、情報を、送り手と受け手が存在す

るコミュニーケションにおける情報に限定する

ものである。さらに「記号の系列」という限定

は、情報をそれ以上に狭いものにしている。こ

の定義では、記号としての意味をもたない映像

や音声ば情報ではない。したがって梅悼氏は、

吉田氏の「広義の情報」以上の情報をもっでl胄

報としており、それは「最広義の情報」より狭

い。そして演劇やプロスポーツを例に考えるな

らば、この情報概念に相当するのは、主として

演劇のせりふなどの言葉である。したがって、

実質的には吉田氏の「狭義の情報」しか情報で

はない。これでは演劇やスポーツなどの映像お

よび音声からなる部分は殆ど情報とはとらえら

3) 同上、 73ページ。
4) 同上、 9-30ページ。

第 67巻第 1号

れない。つまり演劇やプロスポーツの重要部分

が、情報の定義から抜け落ちてしまう。しかし

そうすると、演劇などを総体として情報を提供

するものととらえることはできなくなる。

梅悼氏は後に上記の情報概念を撤回し、情報

をコミュニーケション並びに「記号の系列」とい

う内容に限定することを放棄した。そのことに

よって、「イヌもまたしっぽをふり、ほえたてて

情報を発信している」、「星や月という天体さえ

も情報のおくり手である」と理解することに

なった叫つまり発信者が人間でない場合でも、

また発信されるものが「記号の系列」でないもの

でも、情報になり得ることになった。この情報

概念の拡張は妥当である。さきの問題との関連

でいえば、後者の「記号の系列」という限定を

外すことで、映像も音声も情報概念でとらえら

れるようになり、演劇やプロスポーツも、十分

な意味で情報を提供するものととらえることが

できることになった。

けれどもその際、梅悼氏は、「さきに天体をも

情報のおくり手であるといったが、正確にいえ

ば、天体が情報をおくりだしているのではな

い。情報はその天体とともに存在しているので

ある。その情報を情報としてうけとめ、それを

解読するのは人間の側の問題である。よりいっ

そうふみこんでいえば、受信されることもない

解読されることもない情報はいくらでも存在す

る。ある意味では、世界はそのような情報でみ

ちている。／情報はそれ自体で存在する。存在

それ自体が情報である。それを情報としてうけ

とめるかどうかは、うけ手の問題である」とし

て、「存在それ自体が情報である」という情報概

5) 同上、 63ページ。

-24 -



サービス業の販売商品

念に転換した叫

これは一面では情報概念をコミュニーケー

ションから切り離したことの帰結である。送り

手のない情報はいくらでも存在する。例えばド

ライバーの目に入る周囲の光景は誰が発信する

ものでもないが、安全な運転のための重要な情

報である。同様に月の映像も、月という天体の

存在を知らせる情報である。これは妥当な拡張

である。また人が見る見ないにかかわらず、例

えば月が存在することは確かである。けれども

このことから、月という「存在それ自体が情報

である」とするのは明らかに行き過ぎである。

これでは物質およびエネルギーという物理的存

在物と、その「パタン」である情報との区別が

消滅し、情報概念が無意味化している心

ところが他方で、梅悼氏は次のようにもい

う。「もっともひろい意味に解すれば、人間の感

覚諸器官がとらえたものは、すべて情報であ

る。情報ということばは、しばしば文字情報あ

るいは言語情報の意味に、せまく解釈されがち

だが、言語や文字を媒介としない情報もいくら

でも存在する。視覚にうったえるもの、聴覚に

うったえるもの、臭覚・味覚によるもの、さら

に触覚または身体感覚によるものまでも情報と

かんがえていい」8)と。

これは先のとらえ方とは異なって正しいとら

え方である。上の月の例で考えるならば、これ

をとらえる人の感覚器官は視覚であるが、視覚

がとらえるものは月という天体そのものではな

く、その映像である。それは月に反射した光で

あり、円形、黄色、一定の明るさ、あるいは

6) 同上、 64ページ。

7) 野口宏 [1998]、92ページ。

8) 梅悼、 64ページ。

様々の模様など、光の特定の「パタン」であ

る。このようであるなら、月という存在そのも

のが情報でないことは明らかである。それから

反射してくる光の「パタン」が情報である。ま

た例えば犬の吠え声は、空気の振動の一定パタ

ンであるが、それを人の聴覚がとらえる。つま

り感覚器官がとらえるものという意味での情報

は、犬という存在そのものではなく、犬が発生

させる空気振動の一定の「パタン」なのであ

る。

同様のことを例えば演劇について考えるとど

うなるか。梅悼氏の「存在それ自体が情報であ

る」という情報概念を適用したら、このケース

でば情報は俳優そのものということになろう。

だが演劇で観客の感覚器官に訴えるものは、視

覚に訴える映像であり、聴覚に訴える音声であ

る。それは俳優の演技する姿であり、その発す

るせりふである。つまり光の一定の「パタン」

である映像であり、空気振動の一定の「パタ

ン」たる音声である。俳優自身とこれらの「パ

タン」とは一応別物であり、聴覚および視覚と

いった感覚器官がとらえるのは、明らかに前者

ではなく後者である。そうであるなら、後者こ

そが清報である。
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演劇などの舞台演芸やプロスポーツ興行では

映像並びに音声から構成されるものが提供され

る。梅悼氏はこれらを情報の提供ととらえた。

しかしそうとらえるには同氏の情報概念は狭小

であり、まだ清報概念に混乱があって成功して

いない。他方、提供物たる映像は光という、音

声は空気振動という、いずれもエネルギーの一

定の「パタン」である。これらを情報ととらえ

るには吉田氏の「最広義の情報」概念を必要と

する。
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8-2 マッハルプの知識産業論

舞台演芸およびプロスポーツ興行を情報産業

とする理解はわが国では梅悼氏が最初だが、こ

れには先行者がいる。それは知識産業研究とし

て実質的に情報産業論を展開したマッハルプ (F.

Machlup) である。彼は1962年に『アメリカ合衆

国における知識の生産と流通』を著し、当時の

アメリカ経済を対象に「知識 (knowledge) 生

産」の実態を解明し、これと関係のあるさまざ

まな問題を分析した。

その際彼は、情報ではなく「知識」という用

語を用いている。ここでいう知識は、彼の定義

では「知られていること」および「知っている

という状態」というものである9)が、彼自身ば情

報と知識とを明確に区別しているわけではな

い。彼はウェヴスター辞典の、 「ほか人によっ

て伝達された知識、あるいは自分の学習または

調査によって得られた知識」という情報の定義

を引き、「このような一般的用法によれば、すべ

ての情報は知識である」と述べる10)。そしで情報

は普通の意味では知識と同じだが、「情報という

ことばを特定の意味で使うようになってきたの

で、できるだけ『知識』ということばを普通の

意味での『情報』の代わりに使うことが望まし

い」11)として、情報ではなく知識の語を用いると

している。

これらからだけでは、彼のいう知識（情報）

の内容は必ずしも明確とはいえない。ことにわ

れわれの採用している吉田氏の「最広義の情

報」との関連でどの範囲のものをいっているの

かわからない。ただ彼は、情報の語を普通の意

味ではなく「特定の意味で使う」ケースとして

9) Machlup [1962]、邦訳、 15ページ。
10) 同上、 8ページ。
11) 同上。

第 67巻第 1号

ウィーバー (W.Weaver。シャノンと共著で、有

名な『通信の数学的理論』を著す12)) の、「情報

［の量］は、人がメッセージを選ぶときの選択

の自由の大きさを測る尺度である……、選択の

自由が大きくなればなるほど、不確実性も増

し、まだl冑報［の量］も増えている」とする

「情報理論」に言及している 13)。もちろんこの

「情報理論」でいう情報はシャノン的情報であ

る。この意味でマッハルプは、知識（情報）を

シャノン的情報に限定しないことを明言してい

るといえる。

そして彼は、彼の定義する知識を生産する

「知識産業」を、 (1)教育、 (2)研究と開発、 (3)

コミュニーケションのメデイア、 (4)情報機械、

(5)情報サービス、の 5産業に分類する。これら

のうち (3)は、 (a)印刷、出版、 (b)写真、レコー

ド出版、 (c)演劇、音楽会、映画制作・上映、

(d)放送、 (e)広告、 (f)電信、電話、郵便、

(g)、会議 (convention) から構成されており、

本稿の対象である舞台演芸およびプロスポーツ

興行は(c)に含まれている 14)。これらは、彼が知

識（情報）の概念に非シャノン的情報である

「消費財的情報」をも含ませていることを示し

ている。

なおマッハルプは、 (3)-(c)のアメリカ経済

における支出の推計に際して「スポーツ観戦

(spectacle sports)」に言及し、「野球やボクシ

ングを見ることは知識を生み出すものとは認め

がたいという反対意見は、却下してもよかろ

う。実際に人が見ているときの球技は調査から

除外し、その球技をテレビで見たり新聞で読む

12) Shannon & Weaver [1964]. 
13) Machlup、邦訳、 8ページ。訳文は一部変更。
14) 同上、 296-299ページ参照。
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場合は含むというのはおかしい」 I5)と述べてい

る。これは彼が、複製情報の生産（テレビ放送

および新聞報道）を情報の生産とするのに、そ

のオリジナル情報の生産（スポーツ興行）を情

報の生産としない誤りを諌めたものであって、

情報をシャノン的情報に限定しないことと合わ

せて、彼の卓見が窺われるところである。

以上のように舞台演芸およびプロスポーツ興

行の二つのサービス業は、情報産業研究の創始

者ともいうべきマッハルプの研究において、す

でに明確に情報産業に位置づけられていたので

ある。

8-3 村上泰亮・高島忠氏の情報産業分析

マッハルプの研究に刺激を受け、おそらく最

初にわが国の情報産業の産出額を計測した研究

に村上・高島 [1970]がある。しかし、両氏の

舞台演芸およびプロスポーツ興行の扱いはマッ

ハルプとは全く対照的である。

村上・高島両氏は、情報産業を次の 6カテゴ

リー、すなわち「カテゴリー 1. 自然科学基礎研

究・工学的研究 ・R&D・ 技術コンサルティング・

コンピュータ・プログラムの開発」、「カテゴリー

2. 社会科学基礎研究・経済予測・経済情報・経

営コンサルティング」、「カテゴリー 3.情報処理

サービス」、「カテゴリー 4.教育、放送、出版、

広告」、「カテゴリー 5.電信・電話、郵便」、「カ

テゴリー 6.電子計算機、同周辺装置、データ電

送機記・設備、精密測定機器、教育用機器、事務

用機器」に分類している 16)0 

その際、両氏ば情報を「われわれが選択行動

をとるに当たってその意思決定の材料となるも

15) 同上、 299ページ。訳文は一部変更。
16) 村上・高島 [1970]、303ページ。
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竺である」 17)と規定し、「『情報とは』目的では

なく手段である。知的好奇心によって動かされ

ているとき、『情報』そのものが目的となりうる

が、その場合には、文学、美術、音楽などの芸

術や、映画・演劇などの娯楽サービス、さらには

サービス一般と区別できなくなる。われわれ

は、情報とサービスとを区別し、前者を意思決

定の手段（投入物）として特徴づけることにす

る」18)と述べる。これは明らかに情報をシャノン

的情報に限定し、「消費財的情報」を除外するも

のである。そのため引用中でも示唆されている

ように、マッハルプが含めた音楽や演劇は、映

画などとともに「芸術jおよび「娯楽サービ

ス」としで情報産業から除かれている。また言

及すらされていないが、プロスポーツ興行につ

いても同様の取り扱いがなされていると推測さ

れる。これは情報をシャノン的情報に限るかぎ

り必然的である。

だがその一方で、放送、出版は「カテゴリー

4」に、なんらの限定もなく分類されている 19)0 

本稿第 4節でも述べた通り、これらの業種で生

産・提供される情報にはシャノン的情報だけでな

く「消費財的情報」も含まれ、しかもその比重

は、本論文の公刊当時でも決して小さくはな

く、それらを除けばこれらの業種が成り立たな

いほどの大きな比重を占めていた。しかしこの

種の情報は両氏の定義でば情報ではないのだか

ら、かかる対象の生産・提供を主要な業務の一

っとして行うこれらの業種は、両氏の立場から

は全面的に情報産業であるとはいえないはずで

ある。にもかかわらず、これらは何の限定も加

えられずに情報産業に分類されている。このこ

17) 同上、 299ページ。
18) 同上、 300-301ページ。
19) 同上、 300ページ参照。
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とは、事実上、放送および出版業を通して提供 8-4 大平号声氏の情報産業研究

される「消費財的情報」ば情報であると認めて 以上ば情報社会論や情報産業論の草創期の研

いることを意味する。しかし放送や出版を通し 究をもとに見たものだが、比較的最近の研究で

て提供されたからといって、「消費財的情報」が はどうなっているか。その点を二つの研究から

シャノン的情報に変わるわけではない。明らか 見よう。

に論理的一貫性を欠いた扱いである20)。 一つは大平号声氏の研究で、同氏は全産業

放送および出版業をなんらの限定も加えずに を、情報財の創造•生産を行う情報産業、情報活

情報産業に分類するには、少なくとも、情報概 動に利用される財・サービスを供給する情報支援

念は「消費財的清報」をも含むものでなければ 産業（情報支援財産業と情報支援サービス産

ならない。この意味で両氏が情報産業を分析す 業）、情報財以外の財・サービスを生産する非情

る際に用いている情報の定義は明らかに狭すぎ 報産業（非情報財産業と一般サービス産業）に

る。そしで清報の定義が「消費財的情報」をも 分類する 21)。最初の情報産業は、詳しくいうと

含むように正当に拡張されるならば、両氏が 「情報財を生産し市場において取り引きするこ

「芸術」および「娯楽サービス」として退けた とを目的とした事業の集合」22)であり、「その産業

音楽、演劇などの舞台演芸も、またプロスポー のアウトプットが情報である」23)産業である。そ

ツ興行も、情報産業に繰り入れなければならな れぞれの産業に属する業種は表 8-4の通りで

くなる。 ある。

表8-4 大平号声氏の産業分類

産 業 業 種

情報産業
(1)研究、 (2)広告、 (3)映画、 (4)写真業、 (5)土木建築サービス、 (6)新聞、 (7)出版、 (8)データ

処理、 (9) 情報提供サービス、 (10) 法務• 財務・会計サービス、 (11)放送、 (12)事業所サービス

情報支援財
(19)印刷・製本機械、 (20)事務用機械、 (21)電気音響 ・TVラジオ、 (22)電子計算機、 (23)電子応

産業
用装置、 (24)通信機械、 (25)電気計測器、 (26)精密機械、 (27)光学器械、 (28)時計、 (29)筆記

具、 (30)事務用品

情報支援
(13)印刷、 (14)郵便、 (15)電気通信、 (16)教育、 (17)不動産仲介、 (18)映画館

サービス産業

(31)農業・林業・漁業・鉱業、 (32)食料品、 (33)繊維製品、 (34)木製品、 (35)紙・紙製品、 (36)

非情報財産業
皮・ゴム製品、 (37) 化学製品、 (38) 石油•石炭製品、 (39) 窯業・土石、 (40) 金属 l次製品、 (41) 電

線・ケーブル、 (42)金属製品、 (43)一般機械、 (44)重電機器、 (45)民生用電気機械、 (46)軽電機

器、 (47)輸送機械、 (48)その他製造業

一般サービス
(49)建設、 (50)農業サービス、 (51)電力、 (52)都市ガス、 (53)水道、 (54)商業、 (55)不動産賃

産業
貸、 (56)金融・保険、 (57)運輸、 (58)公務、 (59)公共サービス、 (60)建物サービス、 (61)物品賃

貸、 (62)娯楽サービス、 (63)飲食・個人サービス、 (64)梱包・分類不明

（備考）産業連関表の産業分類による。
（出所）飯沼他 [1996]、146ページ

20) 「カテゴリー 5. 電信・電話、郵便」について
も、今日では同様のことがいえる。その点について

は本稿第4節の注13ですでに述べた。
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21) 飯沼他 [1996]、145-147ページ参照。

22) 同上、 130ページ。
23) 同上。
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本稿第 3節の 2で見たように、大平氏の「情

報財の条件」は事実上吉田民人氏の「最広義の

情報」の条件であるから、事実上大平氏は「最

広義の情報」を情報の定義として採用してい

る。したがってこの情報を「アウトプット」と

して生産・提供する舞台演芸やプロスポーツ興

行も、同氏の定義の情報産業となるはずであ

る。しかし同氏はこれらを情報産業には分類し

ていない。明示されていないが、一般サービス

産業の「(62)娯楽サービス」に分類されている

と推測される。そして他方では、映画（制作）

ば情報産業に分類され、映画館（映画上映）は

情報支援サービス産業に分類されている。前者

はオリジナル情報の生産を行い、後者は複製情

報の生産を行う。これらで生産される情報は、

いずれも「最広義の情報」概念によっで情報と

規定される。しかしその点は舞台演芸もプロス

ポーツ興行も同じである。サービス業の二業種

を情報産業から除外する以上のような扱いは、

同氏が事実上採用している情報の定義に照らす

ならば、論理的一貫性を欠くものといわなけれ

ばならない。

8-5 湯川朋彦氏の情報産業分類

次に湯川朋彦氏の情報産業の分類に関する研

究（湯川 [1996]) を見よう。同氏は「日本標準

産業分類に基づく情報産業の枠組みの構築を試

みる」24) としで情報産業の分類を行う。同氏はそ

れに当たって、 「まず、売り上げの対価として

物理的なモノの移動を伴う産業と、売り上げの

対価としてモノの移動が伴わない産業に大別す

る。……前者はハードウエアやパッケージ系の

ソフトを扱う産業であり、後者はサービス産業

24) i易川 [1996]、205ページ。

ということになる」25)とする。そして前者を「物

流型情報産業」、後者を「サービス型情報産

業」と名づけた上で、情報産業を構成する産業

を次の 5種類に分類する。第 1ば情報関連製造

業、第 2は情報関連卸売業、第 3ばl冑報関連小

売業、第 4ば情報関連制作業、第 5ば情報サー

ビス業であり、それぞに属する業種は表 8-5

の通りである。

情報の生産・提供を行う業種は、第 1および

第4, 第5のグループに属する。舞台演芸とプ

ロスポーツ典行は、分類されるとすれば第 4な

いし第 5グループとなるが、どこにもない。こ

の二つのグループには、映画・ビデオ制作業、

放送業、あるいは同じ娯楽業の映画館やゲーム

センターが含まれているのに、それらとは同一

の扱いを受けていないことがわかる。けれども

これらの業種が情報産業に含まれていること

は、湯川氏が「消費財的情報」をも情報として

認めていることを意味している。だから同氏

は、事実上、吉田氏の「最広義の情報」に相当

するものを情報の定義として採用しているとい

える。したがって村上・高島両氏の場合とは

違って、シャノン的情報のみを情報とするため

にこうした扱いになっているのではないことは

25) 湯川 [1996]、210ページ。
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26) 湯川氏は「本稿では、 「情報」という言葉を「人

間の知恵・知識・叡智」という意味で用いる」（湯

川、 210ページ）と述べている。これを情報の定義

といえるかどうか疑問だが、仮にそう考えた場合、

同氏は映画館やゲームセンターやカラオケボックス

を情報産業としているから、これらの業種の生産物

は「人間の知恵・知識・叡智」であると考えている

ことを意味しよう。他方、舞台演芸やプロスポーツ

典行を情報産業から除外していることは、これらの

サービス業の生産物は「人間の知恵・知識・叡智」

ではない、あるいはそれらとは無関係だと考えてい

ることになろう。しかし映画館で上映される映画や

カラオケボックスの伴奏音楽が「人間の知恵・知

識・叡智」であって、劇場で上演される演劇やコン

サートで演奏される音楽が「人間の知恵・知識・叡

智」ではないというのは理解不可能である。
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明らかである。しかしそうであるならば、一体

どうしてこれら二つのサービス業を情報産業か

ら除外したのか、その理由は皆目見当がつかな

いといわなければならない26)。

ただ、上記三つのグループに属する業種の生

産・提供する情報の特徴から推測すると、次の

ようなことがいえるのではないか。すなわちこ

れらでは、情報は物的媒体（紙、磁気テープ、

デジタルデイスク、フィルムなど）に記録され

たり（新聞業、出版業、ソフトウエア業、映

画・ビデオ制作業、写真業など）、あるいは電

波および電流に載せられたりしている（公共・

民間放送業、有線放送業）ものがほとんどであ

る。だから湯川氏は、物的媒体や電波・電流を

媒体とするものだけを情報と考えているのでは

ないか、そのためにこれらを媒体としたものを

生産・提供しない舞台演芸およびプロスポーツ

興行は、情報を生産・提供することはないとし

て、情報産業から除外したのではないかと。し

かしもちろんのことだが、こうしだ情報だけを

情報と考えるべき正当な理由は存在しない。

第 67巻第 1号

確かに舞台演芸およびプロスポーツ興行が生

産・提供する情報は、紙や磁気テープや電波・

電流など、情報媒体としてよく知られたものを

媒体とはしていない。このために提供される情

報が媒体に担われていることすら意識されな

い。だが媒体をもたない情報はそもそも存在し

ない。本稿第 6節の 1で見たように、演劇でも

プロ野球のゲームでも、それらで提供される情

報は光や空気振動を媒体にしている。媒体がな

ければそもそも情報それ自身が存在し得ない。

そしで情報はエネルギーおよび物質の何らかの

「パタン」であるのだから、物質ないしエネル

ギーである限りあらゆるものが情報の媒体にな

り得る。上記の物的対象や電波・電流だけが情

報媒体なのではないのである。したがってこれ

らを媒体としているものだけが情報なのではな

い。だから物的媒体や電波・ 電流を媒体にした

ものを生産・提供していないからといって、舞

台演芸およびプロスポーツ興行を情報産業から

除外することは適切でない。

表8-5 湯川朋彦氏の情報産業分類

新聞業、出版業、印刷業、民生用電器機械器具製造業、通信機械器具・同関連機

①情報関連製造業 械器具製造業、電子計算機、同付属装置製造業、ソフトウエア業［パッケージソ

物流型 フトウエア業］など
情報産業

②情報関連卸売業 一般機械器具卸売業、電気機械器具卸売業など

③情報関連小売業 家庭用機械器具小売業、書籍・文房具小売業、写真機・写真材料小売業など

④情報関連制作業 映画・ビデオ制作・配給業、民間放送業、ニュース配給業など

郵便業、国内・国際電気通信業、写真業、映画館、遊技場［ゲームセンター］、

サービス その他の娯楽業［カラオケボックス］、公共放送業、有線放送業、クレジットカ
型 ード業、ソフトウエア業［受託開発ソフトウエア業］、事務用機械器具賃貸業、

情報産業 ⑤情報サービス業
その他の物品賃貸業［音楽・映画記録物賃貸業］情報処理・提供サービス業、興

信所、広告代理業、法律事務所、特許事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、

その他の専門サービス業［経営コンサルタント業、不動産鑑定士業など］など

（注）湯川 [1996]、208-209ページの表II-1-1およびII-1-2から作成。業種は日本標準産業分類の小分

類業種。また一部に付加している［］内は細分類業種。
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